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はじめに 

1 職務発明対価と特許法 

 本論文は，職務発明対価の所得区分の給与所得該当性について論じるものである。 

 職務発明対価とは，従業者が職務発明をした際に，当該職務発明により使用者から従業

者に支払われる金員等をいう。この職務発明対価は発明時において算定が困難であり，段

階的に支払われることが多い。具体的には，①従業者が特許を受ける権利を使用者に承継

させ使用者が当該特許を受ける権利を特許出願した際に支払われるもの，②当該特許を受

ける権利が特許権の設定の登録がなされた際に支払われるもの，③登録された特許を実施

した際に支払われるもの等に分けて支払われる。また，上記の職務発明対価が相当でない

場合は，特許法 35 条に基づき，従業者は使用者に，「相当の利益」（旧特許法では，「相当

の対価」）を請求することができる。つまり，大別すると，「契約，勤務規則その他の定め」

によるものと特許法 35 条が定める「相当の利益（相当の対価）」が定めるものの 2 種類に

分けることができる。なお，この段階的な職務発明対価の支払は認められている。 

 我が国では，終身雇用及び年功序列の雇用形態が基本であった。つまり，従業者を均一

に扱い，従業者間の一体感を高めることが重要とされ，ある特定の研究者に破格の待遇を

与えることに消極的であった。また，雇用の確保と賃上げが中心問題であって，労働組合

が職務発明の問題を取り上げることは少なかった。従業者も将来の昇進等の待遇を期待し

て金銭的要求を持ち出すことが少なく，終身雇用制の下では，使用者を相手に訴えるとい

うことも現実的ではなかった。したがって，職務発明対価の問題が発生しなかった。しか

し，使用者が定めた「契約，勤務規則その他の定め」に拘束されることなく特許法 35条が

定める「相当の対価」を請求できるとした判決 1があらわれ，さらに，職務発明について巨

額の対価を認めた判決 2もあらわれ，職務発明に関する訴訟が急増することとなった 3。 

 

2 問題の所在 

 特許法の分野では，職務発明における対価額が争われることが多い。税法の観点からは，

当該職務発明対価における所得区分，特に特許法 35条の「相当の対価」に基づいて支払わ

れた金員の所得区分が問題となる。課税実務の取扱いは，所得税基本通達 23〜35共—1（1）

に規定がある。具体的には，権利の承継に際し一時に支払いを受けるものは譲渡所得，権

利を承継させた後に支払いを受けるものは雑所得とされている。裁判所の見解もこの通達

と同様の結論であるが，これに反対する見解もあった。 

 
1 最判平成 15 年 4月 22日民集 57 巻 4号 477頁。 
2 東京地判平成 16 年 1月 30日判時 1852号 36頁。 
3 中山信弘『特許法［第 4版］』（弘文堂，2019 年）59—60頁参照。 
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 そのような中，特許法平成 27 年改正が行われた。職務発明において，当該発明による特

許を受ける権利が従来は発明者帰属が前提であったが，原始的に使用者帰属が選択できる

ようになった。また，特許法 35 条の規定が，「相当の対価」から「相当の利益」に文言が

変更され，この改正より，特許を受ける権利が使用者に原始帰属する場合，従業者から使

用者への譲渡という行為がなくなり，「相当の利益」を請求することになる。同改正は，職

務発明対価における所得区分について影響を与えるのだろうか。この点，職務発明は雇用

契約又はこれに準ずる関係が前提であり，従業者から使用者への役務の提供と考えられる。 

したがって，筆者の結論としては，従業者として労務の提供を行い，従業者たる地位に

より「相当の利益（相当の対価）」を請求することになるから給与所得に該当すると考えら

れる。その論証のため，本論文は職務発明対価の給与所得該当性について論じる。 

 

3 本論文の構成 

 本論文の構成は，以下のとおりである。 

 第 1章では，職務発明対価における追加的対価の所得区分が争われた大阪地裁平成 23年

10月 14日判決 4（以下，「大阪地裁平成 23年判決」という。）を紹介し，検討を行う。その

後，近年の職務発明対価の所得区分が争われた裁判例における納税者の主張の変遷をみた

後，その問題点について指摘する。 

 第 2 章では，給与所得について検討する。職務発明であることから，雇用契約又はこれ

に準ずる関係にあり，使用者等の指揮命令に服することが考えられる。特許法 35条に基づ

いて支払われるとはいえ，使用者等が従業者等に支払う金員であるため，給与所得に該当

する余地がある。本論文は，本章の検討を通して職務発明対価の給与所得該当性を論証す

るため，給与所得の対価性及び範囲について重点的に検討する。 

 第 3 章では，税法において職務発明に関する定義及び特段の定めがないため，職務発明

制度が規定されている特許法 35 条について検討を行う。具体的には，職務発明制度の趣旨

及び沿革を勘案した後，職務発明対価の要件，法的性質及び算定基準について検討する。 

 第 4章では，学説等の検討を行う。まず，所得税法の所得区分の解釈について検討する。

その後，第 3 章で明らかにした職務発明制度の内容に基づき、職務発明対価の所得区分の

見解の検討を行う。具体的には、全て譲渡所得とする見解，譲渡所得及び一時所得とする

 
4 大阪地判平成 23 年 10月 14日訟月 59巻 4号 1125頁。評釈として，谷口智紀「判批」税

務弘報 59巻 1号（2011年）146 頁，小田満「判批」税理 55巻 2号（2012 年）145頁，木

山泰嗣「判批」税経通信 67巻 10 号（2012 年）142頁，林仲宣＝谷口智紀「判批」税務弘

報 60巻 13号（2012年）128 頁，図子善信「判批」法学セミナー増刊速報判例解説 12号（2013

年）209 頁，神山弘行「判批」ジュリスト 1469号（2014 年）120頁，池本征夫「判批」月

刊税務事例 46巻 7号（2014年）50頁がある。 
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見解，譲渡所得及び雑所得とする見解の検討を行う。 

 第 5章では，本論文の結論である職務発明対価の給与所得該当性について論じる。まず，

職務発明対価を給与所得とする見解を紹介する。その後，これまで検討した第 2 章の給与

所得及び第 3 章の職務発明制度の内容に基づき，職務発明対価の給与所得該当性について

論じる。  
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第 1章 職務発明対価の所得区分を争う裁判例 

 本章では，職務発明対価の所得区分が争われた裁判例とその変遷を紹介し，その問題点

を明らかにする。まず，職務発明対価における追加的対価の所得区分が争われた大阪地裁

平成 23年判決を紹介し，検討を行う。次に，近年の職務発明対価の所得区分が争われた裁

判例における納税者の主張の変遷をみた後，その問題点について指摘する。 

 

第 1節 大阪地裁平成 23年判決 5 

1 事案の概要等 

 大阪地判平成 23年判決は，追加的な職務発明対価の譲渡所得該当性が争われた事案であ

る。Ｘ（原告・控訴人）は，使用者である株式会社（以下，「Ａ」という。）に対し，特許

法 35条 3項の「相当の対価」の支払いを求める訴えを提起し，和解金 3000万円（以下，「本

件和解金」という。）を受領した。Ｘは，本件和解金を雑所得として申告したが，その後，

譲渡所得に該当するとして更正の請求をしたところ，所轄税務署長から更正すべき理由が

ない旨の通知処分を受けた。これを不服としたＸが本件通知処分の取消しを求めて本件訴

訟を提起したが棄却された事案である。争点は，本件和解金が，譲渡所得に該当するか否

かである。裁判所の判断は以下のとおりである。 

 

（1） 譲渡所得の趣旨及び制度の仕組みについて 

 まず，裁判所は，「譲渡所得とは，資産の譲渡による所得（所得税法 33条 1項）である

ところ，資産の譲渡所得に対する課税は，資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属

する増加益（キャピタルゲイン）を所得として，その資産が所有者の支配を離れて他に移

転するのを機会に，これを清算して課税する趣旨のものであり，売買交換等によりその資

産の移転が対価の受入を伴うときは，その増加益は対価のうちに具体化されるので，これ

を課税の対象としてとらえたのが所得税法 33条 1項の規定である（最判昭和４３年１０月

３１日・裁判集民事９２号７９７頁参照）」とし，「年々に蓄積された当該資産の増加益

が所有者の支配を離れる機会に一挙に実現したものとみる建前から，累進税率のもとにお

ける租税負担が大となるので，同条 3項 2号に係るいわゆる長期譲渡所得…については，

その租税負担の軽減を図る目的で，同法 22条 2項 2号により，長期譲渡所得の金額の 2分

の 1に相当する金額をもって課税標準とされている（最判昭和４７年１２月２６日・民集

２６巻１０号２０８３頁…参照）。」と判示した。 

 また，譲渡所得の金額については，「その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所

 
5 大阪地判平成 23 年 10月 14日・前掲注 4）。 

http://hawking2.agulin.aoyama.ac.jp:2072/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=21029100
http://hawking2.agulin.aoyama.ac.jp:2072/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=21029100
http://hawking2.agulin.aoyama.ac.jp:2072/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=21041120
http://hawking2.agulin.aoyama.ac.jp:2072/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=21041120
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得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し，

その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額（50万円）を控除した金額とするものとされ

ているが（同法 33条 3項，4項），所得税法上，同一の原因に基づく譲渡所得が複数年度

にわたる場合の控除の方法について定めた規定はない。そして，仮に複数年度にわたり資

産の取得費等が控除されるとすれば，二重控除となり課税の公平を害する不合理な結果と

なることも踏まえると，所得税法は，そもそも，同一の原因に基づく譲渡所得が複数年度

にわたり計上されることを想定していないと解するのが合理的である。」と判断した。 

 以上によれば，「ある所得が譲渡所得に該当するためには，資産の所有権その他の権利

が相手方に移転する機会に一時に実現した所得であることが必要であるものと解される。」

と判示した。 

 

（2） 本件和解金に係る所得が実現した時期について 

 裁判所は，本件和解金につき，「本件職務発明に係る特許法 35 条 3 項の『相当の対価』

として支払われたものである」と認定し，「特許法 35条 3項は，従業者等は，契約，勤務

規則その他の定により，職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させたと

きは，相当の対価の支払を受ける権利を有する旨規定し，同条 4項は，上記対価の額は，

その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が

貢献した程度を考慮して定めなければならない旨規定するところ，上記各規定の文言，特

に，相当の対価の額を定める考慮事項として『その発明により使用者等が受けるべき利益』

とされていることなどに照らすと，相当の対価支払請求権は，理論上，特許を受ける権利

等を承継させたときに発生するもの」と解した。この点，「特許を受ける権利等の承継時

においては，そもそもその特許を受ける権利（職務発明）につき特許出願がされるのかど

うか，特許出願をした場合に特許が付与されるかどうかなどは不確定であり，特許が付与

されたとしても，現実に使用者が得る利益は，当該使用者の資本，設備，営業能力，経営

判断，その時々の景気，需要者の嗜好の変化，代替技術の出現等によって大きく左右され

るから，実際には，特許を受ける権利等の承継時に『相当の対価』の額を的確に算定する

ことは極めて困難である（このため，実務上，多くの企業では，職務発明規程等により，

特許を受ける権利の承継後の出願時，登録時，実施時，ライセンス時などに分けて，職務

発明規程等に従って算定した額を支払う実績報償制度を採用しており，実施後の各種報償

金等の算定に当たっては，使用者等が当該特許の実施により得た利益を基礎として算定さ

れるのが一般的であり，Ａにおいても，これと同様の制度を採用している。）。」と判示

している。 

 上記のような「相当の対価」の算定の困難性に鑑み，裁判所は，「特許を受ける権利等
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が承継された時（相当の対価支払請求権が発生した時）においては，その機会に現実に金

銭が支払われた（又は将来支払われる具体的な金額が確定している）部分を除き，当該特

許を受ける権利等の承継に係る『相当の対価』につき所得が実現したと評価することはで

きない。」とした。 

 これを本件にあてはめ，「本件職務発明に係る特許法 35条 3項の『相当の対価』につい

ては，出願報奨金として Xに支払われた 1000円を除き，本件特許を受ける権利が承継され

た機会において所得が実現したということはできないから，本件職務発明に係る『相当の

対価』として支払われた本件和解金についても，本件特許を受ける権利が承継された機会

において所得が実現したということはできない」とし，Ｘの請求を棄却した。 

 なお，控訴審 6は第一審の判断を支持し，Ｘの主張を棄却し，上告審 7は不受理であった。 

 

 

2 検討 

（1）両者の主張及び裁判所の判示 

 以上のとおり，本件は，職務発明対価である「相当の対価」の所得区分が争われた事案

であった。Ｘは，特許法 35条の「相当の対価」として支払われた本件和解金は，特許を受

ける権利をＡに承継させたことによる対価であることから，譲渡所得に該当すると主張し

た。これに対して，国（以下，「Ｙ」という。）は，譲渡所得とは所有者の所有期間中の増

加益を所得として，その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に，その所有

期間中の増加益を清算して課税するものであるから，本件和解金はこれに該当しないと主

張した。また，他のどの所得区分にも該当しないため，本件和解金は雑所得に該当すると

主張した。 

 裁判所は，本件和解金は，当該特許を受ける権利が使用者に移転する機会に一時に実現

した所得ではないことを理由に譲渡所得に該当しないものとしている。また，「相当の対価」

は，「文字どおり特許を受ける権利等の対価的性質を有するもの」と認めながらも，その性

質を「貢献度に応じた独占的利益の分配金」という方が実質に合致すると判示している。

したがって，本件和解金は，本件特許を受ける権利の対価の再評価額であるということは

できないと解した。なお，裁判所は，「『相当の対価』は従業者等の職務の遂行とその成果

に対する報償たる性格を有しているということもできよう。」とも述べている。 

 

 
6 大阪高判平成 24 年 4月 26日訟月 59巻 4号 1143頁。 
7 最決平成 26 年 4月 4日税資 264 号順号 12446（不受理）。 
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（2）裁判所の判示に対する疑問 

 上記の判示に対して，二つの疑問がある。 

 一つは，「相当の対価」を「文字どおり」に解していることである。特許法平成 27 年改

正を踏まえると「相当の対価」から「相当の利益」に文言が変更されている。したがって，

税法が文理解釈を前提にするとはいえ特許法の条文を文字どおりに解すと，本判決の射程

は改正後には及ばないことになるだろうか。なお，裁判所は，「相当の対価」の実質として

算定基準について検討するのみである。特許法 35条がなぜ「相当の対価」による法定請求

権を認めているか，特に当該法定請求権の性質についても検討すべきではないのだろうか。 

 もう一つは，「『相当の対価』は従業者の職務の遂行とその成果に対する報償たる性格を

有しているということもできよう。」とも述べていることである。このように解する余地が

あるのであれば，職務発明は従業者が使用者の指揮命令の下，役務の提供を行った成果で

あり，「相当の対価」は労務の対価性を有するとして，給与所得に該当することが考えられ

る。したがって，裁判所は給与所得該当性についても検討すべきではないのだろうか。 

 譲渡所得については，資産の譲渡とその譲渡に伴う対価支払が同時期になされなければ

ならないとの解釈を導出できるとする立場からは，本判決は譲渡所得の趣旨を踏まえた妥

当な判断であると評価することもできる 8。本判決と同じ結論である国税不服審判所の裁決

9を挙げ，現行法の解釈としては，これが限界であろうとする見解がある 10。しかし，条文

上，資産の譲渡と対価支払が同時期になされなければならないとの解釈を必ずしも導出す

ることはできない。したがって，特許法上にいう『相当の対価』請求権の法的性質を考え

ると，本件和解金は，権利の譲渡（承継）対価と考えることができ，本件和解金は，まさ

に，『資産の譲渡による所得』に該当し，譲渡所得課税がなされるべきである。譲渡所得の

趣旨を重視して，本件和解金の法的性質には踏み込まず判断を下した本判決には疑問が残

るとする見解 11がある。 

 

 

第 2節 近年の職務発明対価に係る裁判例 

1 近年の職務発明対価に係る裁判例 

 
8 神山・前掲注 4）123 頁参照。 
9 国税不服審判所裁決平成 21年 4月 23日裁決事例集 77号 72頁。 
10 小田・前掲注 4）145 頁。 
11 林＝谷口・前掲注 4）128 頁。本判決に否定的な見解として，図子・前掲注 4）209頁が

ある。 
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 近年の職務発明対価に係る裁判例として，大学法人事件 12が挙げられる。同事件以前に職

務発明対価の譲渡所得該当性が争われた裁判例 13があるが，上記の大阪高判平成 24 年判決

と同旨であった（その後，裁判例も譲渡所得該当性については大阪高判平成 24年判決と同

旨により棄却されている）。また，マイルストンペイメント事件 14では職務発明に関し，使

用者との特許を受ける権利に係る持分契約に基づき，持分譲渡後の特許権実施許諾契約締

結等の一定事由の発生により追加的に発明者に支払われる金員の所得区分が争われた。同

事件は，納税者が主たる主張として譲渡所得該当性，予備的主張として一時所得該当性を

主張したが，いずれも棄却され雑所得に区分されている 15。同事件においては，一時所得該

当性については，「資産の譲渡の対価としての性質」を有する所得には，「資産の譲渡と反

対給付の関係にあるような給付に限られるものではなく，資産の譲渡と密接に関連する給

付であってそれがされた事業に照らし偶発的に生じた利益といえないものも含まれる」と

解した。そして，追加的対価は，特許を受ける権利等の譲渡と密接に関連するものであり，

偶発的に生じた利益といえないものであるから，一時所得に該当しないと判示されている。

なお，相続により「相当の対価」の法定請求権を承継した者が職務発明対価の一時所得該

当性を争った特殊な事案 16では，「労務その他の役務…の対価としての性質を有」する所得

には，「特定の給付等とそれを受けた者が提供した役務とが契約の定め等により反対給付の

関係にあるような場合における当該給付等に限られるものではなく，特定の役務の提供が

されたことに密接に関連して当該者に対してされた給付等であってそれがされた事情に照

らし偶発的に生じた利益とはいえないものも含まれる」と解した。そして，追加的対価は，

従業者として使用者に役務の提供をしたことに密接に関連する給付であり，偶発的に生じ

た利益とは認められず，一時所得に該当しないと判示されている。 

 

2 納税者の主張の変遷 

 先述した大学法人事件は，追加的対価の所得区分について納税者は一時所得，国は雑所

得と主張した。この点，大学法人以前の裁判例により納税者は譲渡所得該当性を諦め，一

 
12 東京高判平成 28 年 11月 17日税資 266号順号 12934。評釈として，池本征夫「判批」国

税速報 6485 号（2017 年）10頁，渡辺充「判批」旬刊速報税理 36巻 33号（2017 年）30頁，

長戸貴之「判批」ジュリスト（2018 年）128頁，谷口智紀「判批」法学セミナー増刊速報

判例解説 24 号（2019 年）215頁がある。 
13 最決平成 28 年 6月 10日税資 266号順号 12868（不受理）。 
14 大阪高判平成 28 年 10月 6日訟月 63巻 4号 1205頁。評釈として，佐藤修二「判批」ジ

ュリスト 1509号（2017年）10 頁がある。 
15 譲渡所得該当性については，大阪地裁平成 23年判決と同旨により棄却されている。 
16 東京地判平成 23 年 9月 12日税資 261号順号 11763。 



 11 

時所得該当性を主張したと分析できる 17。つまり，追加的対価の所得区分に係る訴訟は①譲

渡所得 VS 雑所得，②譲渡所得 OR 一時所得 VS 雑所得，③一時所得 VS 雑所得の 3 段階の変

遷を辿ってきたといえる。このような裁判例及び納税者の主張の変遷に対し，特許法 35条

における追加的対価として支払われる金員の性質に関して疑問がある。これは，果たして

文字どおり「対価」という意味合いなのであろうか。この点，特許法平成 27年改正により，

従来から特許を受ける権利を使用者に承継した従業者は「相当の対価」を請求できるとし

ていたが，その文言が「相当の利益」に変更されている。加えて，同改正により，原則と

して特許を受ける権利は，原始的に従業者帰属だが，あらかじめの定めにより使用者帰属

とすることが可能となった。つまり，原始的に使用者帰属の場合は，特許を受ける権利の

譲渡すら行われなくなる。したがって，職務発明対価の性質は，単なる「対価」という性

質でないと解される。 

 また，職務発明とは，従業者が使用者の指揮命令等により，役務を提供した結果，発明

に結びついたものであり，使用者が研究に伴う設備や材料等を負担することが考えられる。

そして，当該発明により職務発明対価が社内報償規定及び特許法 35条に基づき，使用者か

ら従業者に支払われる。この前提には，雇用契約若しくはこれ準ずる関係があるのではな

いだろうか。したがって，職務発明対価は，給与所得に該当する余地があると考える。 

 

 

第 3節 小括 

 課税実務及び裁判例における職務発明対価の所得区分は，権利の承継時の対価は譲渡所

得に区分され，その後の追加的対価は雑所得に区分される。税務訴訟では，前者の対価が

所得に該当することが争われていないが，後者の対価の所得区分が争われてきた。そして，

追加的対価の所得区分の主張は，①譲渡所得 VS雑所所得，②譲渡所得 OR一時所得 VS雑所

得，③一時所得 VS雑所得の 3段階の変遷を辿っている。 

 譲渡所得該当性については，大阪地裁平成 23年判決において，追加的対価は特許を受け

る権利等の対価的性質を有すると認めながらも，譲渡所得に係る課税の趣旨や制度の仕組

み等を勘案し，使用者に移転する機会に一時に実現した所得でないことを理由に譲渡所得

に該当しないと判示している。なお，その後の裁判例もこの見解を踏襲している。 

 一時所得該当性については，「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質」の

観点から否定している。東京地裁平成 23 年判決において，「労務その他の役務…の対価と

しての性質を有」する所得には，「特定の給付等とそれを受けた者が提供した役務とが契約

 
17 長戸・前掲注 12)129 頁も同旨である。 
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の定め等により反対給付の関係にあるような場合における当該給付等に限られるものでは

なく，特定の役務の提供がされたことに密接に関連して当該者に対してされた給付等であ

ってそれがされた事情に照らし偶発的に生じた利益とはいえないものも含まれる」と解し

た。そして，追加的対価は，従業者として使用者に役務の提供をしたことに密接に関連す

る給付であり，偶発的に生じた利益とは認められず，一時所得に該当しないと判示されて

いる。また，マイルストンペイメント事件及び大学法人事件においては，「資産の譲渡の対

価としての性質」を有する所得には，「資産の譲渡と反対給付の関係にあるような給付に限

られるものではなく，資産の譲渡と密接に関連する給付であってそれがされた事業に照ら

し偶発的に生じた利益といえないものも含まれる」と解した。そして，追加的対価は，特

許を受ける権利等の譲渡と密接に関連するものであり，偶発的に生じた利益といえないも

のであるから，一時所得に該当しないと判示されている。 

 以上の納税者の主張の変遷及びこれに対する裁判所の判示がある。しかし，これらの裁

判例は，「相当の対価」の算定基準から検討するのみであり，特許法が「相当の対価」とし

て従業者に法定請求権を認めている理由及び当該法定請求権の性質について検討されてい

ない。また，大阪地裁平成 23年判決は，「『相当の対価』は従業者等の職務の遂行とその成

果に対する報償たる性格を有しているということもできよう。」とも判示している。さらに，

職務発明対価は，使用者から従業者に支払われる金員であり，特許法平成 27年改正により

「相当の対価」が「相当の利益」に文言が変更されたこと及び特許を受ける権利を使用者

帰属にすることが可能となったことを踏まえると給与所得に該当する余地があると考える。

したがって，第 2章では，給与所得の意義，沿革，解釈及び範囲を検討する。 
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第 2章 給与所得 

 本章では，給与所得について検討する。職務発明であることから，雇用契約又はこれに

準ずる関係にあり，使用者の指揮命令に服することが考えられる。特許法 35条に基づいて

支払われるとはいえ，使用者が従業者に支払う金員であるため，給与所得に該当する余地

がある。本論文は，本章の検討を通して職務発明対価が給与所得該当性を検討するため，

給与所得の対価性及び範囲について重点的に検討する。 

 

第 1節 意義 

 所得税法は，給与所得の意義及びその金額の計算方法を規定している（同法 28 条）。給

与所得とは，「俸給，給料，賃金，歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与…に係る

所得という」（同条 1項）と規定し，給与所得の概念をこれら例示的な内容性質を有する所

得を「給与所得」と定義している。 

 給与所得の金額は，その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額で

ある（同条 2 項，3 項）。給与所得者が特定支出をした場合には，その合計額が給与所得控

除の金額の 2 分の 1 を超える場合には，その超える金額を給与所得控除後の給与所得の金

額から控除することができる（同法 57 条の 2 第 1 項）。給与所得控除の趣旨は，①給与所

得には，その給与収入を得るために必要な経費というものが存在するのでその必要経費を

概算的に控除する（必要経費の概算控除），②給与所得は，利子，配当所得および事業所得

等に比べて，一般的に，担税力に乏しいのでこれを概算的に調整する（担税力の調整），③

給与所得の捕捉率とその他の申告所得の捕捉率との間にはある程度の格差が存在するので，

これを概算的に調整する（捕捉率の格差の調整），④給与所得は，その他の申告所得に比べ

て平均約五ケ月程度早期に所得税を納付しているので，この間の金利差を概算的に調整す

る（金利調整）という 4つの内容を含むとされている 18。 

 課税方法として，給与所得は，源泉徴収の対象であり，給与等の支払者が支払の度に支

払額に応じた税額を徴収し，国に納付するものである（同法 183条以下）。年中の給与等の

総額に対する総額と源泉徴収された税額との過不足については，年末調整により清算され

る（同法 190 条）。なお，この場合，他の所得が一定金額以下であれば，確定申告をする必

要はない（同法 121条）。 

 

 

 
18 最判昭和 60 年 3月 27日民集 39 巻 2号 247頁参照，泉徳治「判解」『最高裁判所判例解

説民事篇昭和 60 年度』（法曹会，1989年）95頁参照。金子宏『租税法［第 23版］』（弘文

堂，2019年）250 頁は，このうち最も重要なのは①の理由であると説明している。 
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第 2節 沿革 

 給与所得の沿革は，以下のとおりである。 

 給与所得が現行法の規定となったのは，昭和 62年の所得税法改正 19からである。同改正

は，過去の職務に基づき支払を受ける年金や恩給（一時恩給を除く。）を給与所得の範囲か

ら除外し，国民年金，厚生年金，共済年金等，給与等とみなされてきたいわゆる公的年金

とあわせて雑所得として課税されることとした。 

 それ以前の主な改正としては，昭和 15年 20及び昭和 22年 21の税制改正が挙げられる。昭

和 15年の分類所得税制の下では，現行法の給与所得に相当する勤労所得（今日の給与所得

に相当するものである。）の分類が設けられ，同所得について源泉徴収制度が導入された。

昭和 22年の税制改正では，従来の分類所得税と総合所得税との二本立てによる課税制度が

廃止され，超過累進税率による総合課税の制度が導入された。同改正により，勤労所得が

給与所得への改称，給与所得の文言に賃金が新たに追加される等がなされた。なお，賃金

が新たに追加された理由は，同改正と同時期に創設された労働基準法が労働の対価として

使用者から労働者に支払われるものを「賃金」と定義していることから，その立法の影響

によるものである 22。その他の改正は，昭和 15 年の改正以降と現行法を比較すると給与所

得控除額の引き上げが中心である。したがって，給与所得の意義を根本から変更する改正

がないことが沿革より確認できる。 

 

 

第 3節 要件及び解釈 

 給与所得の概念は，先述した通り，所得税法 28条 1項に規定する「給与等」の内容から

帰納的に概念が把握されることになるが，一応「個人の非独立的ないし従属的な勤労（人

的役務の提供）の対価としての性質をもつた所得」と定義される 23。判例（以下，「56年判

決」という。）では，「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮

命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう 24」と解されている。

 
19 昭和 62 年法律第 96号。 
20 昭和 15 年法律第 24号。 
21 昭和 22 年法律第 27号。 
22 成瀬洋平「源泉所得税における給与等の課税の取扱い」税大論叢 73号（2012年）169

頁参照。 
23 武田昌輔監修『DHCコンメンタール所得税法』（第一法規，1983 年〔加除式〕）1671頁参

照，注解所得税法研究会編『注解所得税法〔六訂版〕』（大蔵財務協会，2019年）512頁参

照。 
24 最判昭和 56 年 4月 24日民集 35 巻 3号 672頁。 
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また，同判決では，給与所得については，「とりわけ，給与支給者との関係において何らか

の空間的，時間的な拘束を受け，継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり，その

対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない」と判示している。

学説でも，56 年判決と同旨で勤労性所得（人的役務からの所得）のうち，雇用関係または

それに類する関係において使用者の指揮・命令のもとに提供される労務の対価を広く含む

観念であり，非独立的労働ないし従属的労働の対価と観念することもできるとしている 25。

したがって，給与所得は，「従属性」と「非独立性」を満たす対価であると解される。 

 ここにいう，「従属性」とは「使用者の指揮監督に服して」「時間的，空間的な拘束を受

けて」働くという労務提供の態様をあらわし，「非独立性」とは「自己の危険と計算によっ

て行なう」のではないかという報酬受給の態様をあらわしていると解される 26。しかし，最

高裁平成 27年 10月 8日判決 27では，「給与所得は，自己の計算又は危険において独立して

行われる業務等から生ずるものではなく，雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供し

た労務又は役務の対価として受ける給付をいうものと解される」との判示がなされ，「使用

者の指揮命令に服して」の部分がみられない。さらに，使用者からの指揮命令である従属

性要件を給与所得の必要要件ではない旨の判示した東京高裁 25年 10月 23日判決 28もある

が，給与所得の沿革が根本から変更されていないこと等から給与概念は変わらず，56 年判

決に先例性があるといえる 29。したがって，「非独立性」のみならず，「従属性」も必要であ

ると解される。 

 なお，給与所得の対価性については，ストックオプションの権利行使益が給与所得か一

時所得か争われた事案（以下、「ストックオプション事件」という。）30では，「職務を遂行

したことに対する対価としての性質を有する経済的利得であることは明らかというべきで

ある」と判示している。同判決は，労務の質及び量との相関関係の問題については明示し

ていないが，同調査官解説 31では，従業者等が会社に対して提供した労務の質ないし量との

相関関係は見いだすことは困難であり，ストックオプションの権利行使益を労務提供の対

 
25 金子・前掲注 18）242 頁参照。谷口勢津夫『税法基本講義〔第 6版〕』（弘文堂，2018 年）

278 頁も同旨であり，「『これらの性質を有する給与』とは，名称の如何にかかわらず，『雇

用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務』の対価と

して使用者から受ける給付をいう」と説明している。 
26 佐藤英明『スタンダード所得税法［第 2版補正版］』（弘文堂，2018 年）161頁。 
27 最判平成 27 年 10月 8日集民 251号 1頁。 
28 東京高判平成 25 年 10月 23日税資 263号順号 12319。 
29 木山泰嗣「給与概念の確立と変容」青山法学論集 57巻 4号（2016 年）152頁参照。 
30 最判平成 17 年 1月 25日民集 59 巻 1号 64頁。 
31 増田稔「判解」『最高裁判所判例解説民事篇平成 17年度（上）』（法曹会，2008 年）51—53

頁参照。 
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価と評価する上で障害となるものではないとの考えを前提にしていると思われると指摘す

る。加えて，給与所得該当性は，当該経済的利益の給付が実質的にみて労務の提供の対価

といえるかどうかという観点から判断すべきであり，従業者等が使用者又はこれに準ずる

立場にある者から，従業者等としての地位に基づき経済的利益が与えられ，従業者等が労

務を提供しているからこそ，当該経済的利益を与えられたという関係が認められる場合に

は，当該経済的利益は労務提供の対価として給付されたものとして給与所得に該当すると

いうべきであるとする。 

 また，先述した最高裁平成 27 年 10月 8日判決では，「雇用契約又はこれに類する原因に

基づき提供した労務又は役務の対価として受ける給付」とした上で，事実関係のあてはめ

においては，理事長及び専務理事の地位と，その貢献に着目し，「雇用契約に類する原因に

基づき提供した役務の対価」であると対価性を認めている。 

 上記のように給与所得における対価性については，最高裁は個別具体的な労務・役務の

提供と給付との関連性ではなく，労務・役務を提供する地位にある者が利益を受けたとい

う事実から対価性を認定しているといえる。このような包括的な理解は，労務・役務の提

供と給付との関係を広く捉えることにつながり対価性概念を曖昧にする恐れがあるが，こ

の関係を正確に捉えることは現実には困難である。したがって、対価性を肯定する根拠と

しては，当該利益を得ることがありうる地位にある者が利益を得たという事実があげられ

る。また，給与所得の場合には，むしろ所得区分の重要な決定要素となるのは，提供した

労務・役務の性質である。例えば，民法上の組合の組合員が組合の事業に係る作業に従事

して支払いを受けた収入に係る所得が給与所得に該当するか否かが争われた事案 32におい

て，「当該支払の原因となった法律関係についての組合及び組合員の意思ないし認識，当該

労務の提供や支払の具体的態様等を考察して客観的，実質的に判断すべきものであって，

組合員に対する金員の支払であるからといって当該支払が当然に利益の分配に該当するこ

とになるものではない。」と判示されている。受給者と支給者との人的関係はその前提問題

であり，そこに包括的な関係性が認められ，労務・役務と利得との関連性が認められる場

合に，対価性ありと判断されていると理解することができると解される 33。 

 

 

第 4節 範囲 

 所得税法では，収入金額は，金銭以外に，物または権利その他経済的な利益の価額をも

 
32 最判平成 13 年 7月 13日集民 202号 673頁。 
33 伊川正樹「所得税における対価性」『公法の理論と体系思考 木村弘之亮先生古希記念』

（信山社，2017 年）75—77 頁参照。 
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含めると規定されている（所得税法 36 条 1 項）。給与所得者に対する給与等についても，

金銭のみならず，資産ないし経済的利益の形態による給付もまた，給与所得を構成するも

のとして収入金額に算入される。なお，給与所得を構成する場合は，当該資産ないし経済

的利益の価額は時価で評価される（同法 36 条 2 項）。しかし，所得税法上，経済的利益の

内容，範囲に関する明文の定義規定はなく使用者から被用者に通常の月給や賞与以外にも

経済的な利益が給付されることがある。これらは現物給与やフリンジベネフィットと呼ば

れ，給与所得該当性が問題となっていた。 

 この点，判例では，「勤労者が勤労者たる地位にもとづいて使用者から受ける給付は，す

べて右九条五号にいう給与所得を構成する収入と解すべ 34」きであると判示している。なお，

学説では，経済的利益の所得区分をどのように解すべきかという問題に対して 2 つの見解

がある。 

 一つは，給与所得が使用者の指揮命令のもとに，非独立的または従属的労働の対価とし

て支払われるものであることからして，使用者から提供された金員等が，従業者が提供し

た労務との直接的な関係を維持している場合に限り，これを給与所得と観念する見解があ

る 35。田中治氏は，基本的には，労務提供の対価性という基準を基礎として，この考え方に

依拠しつつ，現物給与の課税を整序することが適切だと考えている 36。 

 もう一つは，使用者から提供される金員等と従業員が提供した労務との直接的関係に限

ることなく，使用者と被用者との雇用関係において提供される経済的利益をも含んで，給

与所得の概念を広く観念する見解がある 37。佐藤英明氏は，現実の給与所得者による労務の

提供は単純労働から複雑な労働や経営判断を必要とするものまで様々で，その職務の範囲

を厳密に画することは困難である。加えて，従業者が従業員の地位に関連して行う役務の

提供（厳密な意味での職務の範囲内に限られないものも含まれる。）の成果は，ほとんどの

場合，全て使用者に帰属するのであるから，労務の提供と支払対価との対応を厳密に求め

る見解は，実態としてあまり差異のない支給について課税上大きな差異を設けることにな

りかねないとして 2つ目の見解を支持している 38。 

 
34 最判昭和 37 年 8月 10日民集 16 巻 8号 1749頁。 
35 田中治「給与所得者の経済的利益に対する課税」税務事例研究 59号（2001 年）34頁参

照。 
36 田中・前掲注 35）36 頁参照。 
37 田中・前掲注 35）35 頁参照。 
38 佐藤英明「『給与』をめぐる課税問題—諸問題の概観」総合税制研究 12号（2004年）226

頁参照。この点に関して，佐藤氏は，「たとえば，単純な販売業務に従事している従業員が

商品の陳列方法や仕入量について何らかの提案を行った場合，使用者がそれを評価して賞

与を与えれば給与所得になり，従業員提案制度を経て表彰金を与えれば一時所得とされる

ような課税方法の差異は，明らかに望ましくないであろう。」と説明している。 
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 なお，現行の租税実務は，従業員等の結婚等に際し給付される祝金品は，一応は給与等

に当たるとしつつ，例外的にその金額が支給される者の地位等に照らして社会通念上相当

と認められるものについては，課税しなくても差し支えないとされている（所得税基本通

達 28—5，他にも 36－21 以下の諸通達がある。）。したがって，後者の考え方に立っていると

解される 39。また，第 3節で検討したように最高裁の判示においても，地位に基づいて得た

ものであれば対価性があると理解する見解に立って判断し，給与所得該当性を認めている

ことから，後者の考え方であるといえよう。 

 このように給与所得を広く解している一方で，所得税法は 9 条において非課税規定を設

けている。 

 

 

第 5節 小括 

 本章では，給与所得は，「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の

指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」であることを確認し

た。給与所得該当性については，「従属性」及び「非独立性」が重視される。ここにいう，

「従属性」とは「使用者の指揮監督に服して」「時間的，空間的な拘束を受けて」働くとい

う労務提供の態様をあらわし，「非独立性」とは「自己の危険と計算によって行なう」とい

う報酬受給の態様をあらわしていると解される。 

 給与所得の対価性については，従業者等が会社に対して提供した労務の質ないし量との

相関関係は見いだすことは困難であることから，当該利益を得ることがありうる地位にあ

る者が利益を得たことが根拠とされ，広く解されている。また，給与所得の範囲について

も使用者から提供される金員等と従業員が提供した労務との直接的関係に限ることなく，

使用者と被用者との雇用関係において提供される経済的利益をも含んで，給与所得の概念

を広く観念する見解が採用されていると解される。これは最高裁の判示や課税実務の取扱

いから明らかである。 

 第 1章でも言及したが，裁判所の判示は特許法 35条に基づく職務発明対価として支払わ

れる金員の性質について，深く検討していない。所得税法においては，職務発明及びその

対価の条文規定がないため，次章では，特許法について検討する。具体的には，職務発明

制度の意義，沿革に鑑み，職務発明対価の法的性質及び算定基準について検討する。 

  

 
39 田中・前掲注 35）36 頁参照。 
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第 3章 職務発明 

 本章では，所得税法には職務発明に関する定義規定はないため，職務発明制度が規定さ

れている特許法 35条を検討する。具体的には，職務発明制度の意義及び沿革に鑑み，職務

発明の要件，職務発明対価の法的性質及び算定基準について検討する。 

 

第 1節 職務発明制度の意義 

 職務発明制度は，特許法 35条に定められている 40。 

 同法 35条 1項において，同条が適用されるべき職務発明の定義及び成立要件を定め，職

務発明であっても原始的に自然人である発明者に特許を受ける権利が帰属すること（発明

者主義，同法 29 条）を前提に，使用者等の開発投資への最低限の保証として法定通常実施

権を与えている。この点，職務発明とは，「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し，か

つ，その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務

に属する発明」と定義されている。 

次に 2項において，職務発明以外の発明についての権利を使用者等に取得させることや，

使用者等のための専用実施権を設定することを予め定めた契約・勤務規則その他の定めを

無効としている。一方で，その反対解釈として，職務発明についての権利は使用者等が勤

務規則等により使用者等が原始取得する旨を定めることや，従業員等に対して承継等をあ

らかじめ義務づけることを許容し，使用者等が職務発明の権利を得て独占的な利益を得る

ことを可能にしている 41。 

3項では，職務発明において，契約，勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等

に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは，その特許を受ける権利は，その発

生した時から当該使用者等に帰属するものとして，その特許を受ける権利の使用者等への

原始的な帰属を認めている。この規定は，平成 27年改正により導入されたものである。 

 4項においては，職務発明の特許を受ける権利を使用者等が原始取得した場合，使用者等

が特許を受ける権利や特許権を発明者から承継取得した場合及び専用実施権の設定を受け

た場合に従業者等が当該使用者等から相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を取

得することを定めている。5項以下では，相当の利益の内容の決定方法を定めている。 

 職務発明制度の趣旨については，使用者等が組織として行う研究開発活動が我が国の知

的創造において大きな役割を果たしていることに鑑み，使用者等が研究開発投資を積極的

 
40 以下でいう使用者等とは，「使用者，法人，国又は地方公共団体」であり，従業者等とは，

「従業者，法人の役員，国家公務員又は地方公務員」と定義される（特許法 35条 1項）。 
41 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法［第 2版］【上巻】』（青山書林，2017年）558

頁参照〔飯塚卓也＝田中浩之執筆部分〕。 
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に行い得るよう安定した環境を提供するとともに，職務発明の直接的な担い手である個々

の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって，

発明のインセンティブを喚起しようとするものである 42 

 なお，裁判所の説示としては，改正前であるが，「特許法 35条は，職務発明について特

許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に（同法 29条 1

項参照），職務発明について特許を受ける権利及び特許権（以下『特許を受ける権利等』

という。）の帰属及びその利用に関して，使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護す

るとともに，両者間の利害を調整することを図った規定である。43」と述べられている。 

 そして，特許法とは，特許法 1 条において「発明の保護及び利用を図ることにより，発

明を奨励し，もつて産業の発展に寄与すること」を目的にしていることから，特許法を構

成する 35条も究極的にはこの目的に資するものとして位置づけられるものである。したが

って，特許法 35 条は 1条の示す特許法の制度目的を踏まえて理解される必要がある 44。 

 すなわち，特許法 35 条は，発明者である従業者等に発明のインセンティブを増大させる

とともに，その発明につきリスクを取って実用化するのは使用者等であるので，使用者等

のインセンティブの増大も図らなければならない。この両者のインセンティブをバランス

よく制度設計し，あるいは法解釈をしなければ産業の発展に資することにならないのであ

る 45。 

 

 

第 2節 職務発明制度の沿革 

 職務発明制度の沿革は，以下のとおりである。 

1 昭和 34年改正前まで 

 
42 特許庁 HPから「職務発明制度の趣旨」

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu.html（2020 年 1月 8日

最終閲覧）。 
43 最判平成 15 年 4月 22日・前掲注 1）。特許法 34年改正前の条文の構造について，「（1）

使用者等が従業者等の職務発明に関する特許権について通常実施権を有すること（同法 35

条１項），（2）従業者等がした発明のうち職務発明以外のものについては，あらかじめ使

用者等に特許を受ける権利等を承継させることを定めた条項が無効とされること（同条 2

項），その反対解釈として，職務発明については，そのような条項が有効とされること，

（3）従業者等は，職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させたときは，

相当の対価の支払を受ける権利を有すること（同条 3項），（4）その対価の額は，その発

明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明につき使用者等が貢献した程度を考

慮して定めなければならないこと（同条 4項）などを規定している。」と説示している。 
44 中山＝小泉・前掲注 41）559頁参照〔飯塚卓也＝田中浩之執筆部分〕。 
45 中山・前掲注 3）54頁参照。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu.html
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 我が国で従業者発明に関する規定が最初に設けられたのは，明治 42年の特許法 3条 46（以

下，「明治 42 年法」という）である。明治 42 年法は，発明者主義の原則を採用していた。

他方で，職務発明については，特段の定めのない限り使用者に帰属するものとし，使用者

主義を採用していた。また，職務上なしたものでない発明については，予め特許の譲渡を

定めておくことは無効であり，対価請求権についての定めは存在しなかった。 

 その後，大正 10 年の改正 47（以下，「大正 10年法」という）では，明治 42年法が使用者

主義を取るのに対し，発明者主義に転換し，使用者には無償の実施権を付与するように手

当てした。その上で，従業者が使用者に職務発明 48に係る特許を受ける権利を承継させた場

合，従業者に「相当の補償金」を受ける権利を保証する規定が盛り込まれた。なお，大正

10年特許法 14条では，現行法と異なり，被用者の過去の職務に関する発明は，任務発明に

含まれないものとされていた。 

 

2 昭和 34年改正 49（以下，「昭和 34年法」という） 

 昭和 34 年法は，大正 10 年法の法文を踏襲しているが，改正点として 4 項により，対価

が支払われるべき基準 50が規定された（基準については，第 5節で後述する）。また，「過去

の職務」が職務発明の定義の中に追加となった。 

 なお，現在においても平成 17 年 3 月 31 日までに使用者等に承継等がなされた権利につ

いて 34年法の規定が適用される 51。 

 

3 平成 16年改正 52（以下，「平成 16年法」という） 

（1）改正の背景 

 改正の背景に昭和 34年法の下においては，対価の決定方法として，対価の算定にあたっ

て考慮すべき要素を条文に列挙するのみであった。そのため実務では，使用者が一方的に

作成した職務発明規程等に基づき対価の支払いが行われていた。 

 しかし，平成 15年の最高裁判決 53において，使用者等が相当の対価を予め定めていたと

 
46 明治 42 年法律第 23号。 
47 大正 10 年法律第 96号。 
48 当時は，任務発明という用語が使われていた。 
49 昭和 34 年法律第 121 号。 
50 「相当の対価」は，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされ

るについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定される。 
51 平成 16 年法律第 79号附則 2条 1項。 
52 平成 16 年法律第 79号。 
53 最判平成 15 年 4月 22日・前掲注 1）。「使用者等は，…特許を受ける権利等の…承継に
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しても，紛争となった場合には，裁判所による相当の対価額の算定を経ない限り，使用者

等が従業者等に支払うべき相当の対価の確定的な金額を知ることができないことが判例と

して確定し，使用者等が相当の対価額の基準を定める裁量が否定された。これを契機に，

職務発明の対価請求訴訟が急増し，多額の不足額の支払いを認める裁判例 54が相次いだため，

産業界から相当の対価額についての予測可能性が低いなど職務発明制度の見直しを求める

声が高まり 55，平成 16 年に特許法改正が行われた。 

（2）改正点 

 平成 16年法では，対価の決定方法について，それまで存在しなかった対価決定の手続き

に関する条項を設けた 56。なお，詳細は，第 5節で後述する。 

 

4 平成 27年改正 57（以下，「平成 27年法」という） 

（1）改正の背景 

 平成 16 年法により，昭和 34 年法に比べ対価の支払いに関する予測可能性は一定程度高

まったと評価される 58。しかし，対価の相当性は依然として司法審査の対象であり，不合理

を否定するための具体的要件が不明確であるため，「相当の対価」を巡る訴訟リスクが潜在

 
ついて対価を支払う旨及び対価の額，支払時期等を定めることも妨げられることがないと

いうことができる。しかし，いまだ職務発明がされておらず，承継されるべき特許を受け

る権利等の内容や価値が具現化する前に，あらかじめ対価の額を確定的に定めることがで

きないことは明らかであって，上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても，これが許

容されていると解することはできない」と判示し，使用者等が予め対価規定を定めること

は認めながらも，確定的な効力は認められないとし，「勤務規則等に定められた対価…の額

が同条の 4項の趣旨・内容に合致して初めて同条 3項，4項所定の相当の対価に当たると解

することができる」と判示した。そして，「勤務規則等により職務発明について特許を受け

る権利等を使用者等に承継させた従業者等は，当該勤務規則等に，使用者等が従業者等に

対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても，これによる対価の額が同条第 4

項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条第 3項の規定に基づき，そ

の不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。」と判

断している。 
54 東京高判平成 16 年 1月 29日判時 1848号 25頁，東京地判平成 16年 2月 24日判時 1853

号 38頁。 
55 特許庁 HPから「職務発明制度の在り方について 平成 15年 12月産業構造審議会知的財

産政策部会特許制度小委員会」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/h15h

oukokusho.html（2020年 1月 8日最終閲覧）。 
56 なお，平成 16年改正後も平成 20年に改正されているが，仮専用実施権制度に関するも

のであり，本論文とは関係ないため割愛する。 
57 平成 27 年法律第 55号。 
58 横山久芳「職務発明制度の見直しに係る平成 27年特許法改正法案の検討」Law and 

Technology68号（2015年）35頁参照。 

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/h15houkokusho.html
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/h15houkokusho.html
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していた。 

 そのため，産業界からは，発明者のみに権利を与える制度である職務発明の対価制度が

もたらす他の従業者等との不公平感や，不合理性の判断における予測可能性の低さ等を理

由に，「相当の対価」の支払義務の全廃を求めると共に，職務発明について法人帰属とする

改正を求める声が根強かった。また，二重譲渡の問題 59や特許を受ける権利が共有に係る場

合の帰属の不安定性 60の問題も生じていた。このような中，平成 27年 1月に小委員会の議

論の結果をまとめた報告書が公表された 61。この報告書を受けて特許法の改正法案が作成さ

れ,平成 28年 4月 1日に施行された。改正点は主に三つである。 

（2）改正点 

① 従業者等が行った職務発明に関する特許を受ける権利を，予め定めることにより使用

者等に原始的に帰属させることが可能となった（2項）。平成 16年法以前と同じく特許を受

ける権利が従業者に原始的に帰属することを前提としつつ，使用者が事前に権利取得の定

めを設けている場合に，使用者原始取得の効果を発生させるものである。また，事前の「権

利取得」の定めとして，契約の他，勤務規則その他の定めを掲げているから，使用者等は，

従業者等の意思に関わりなく，自ら一方的に設定した職務発明規程に基づき，特許を受け

る権利を原始取得することが可能である 62。つまり，使用者等は，事前の定めをおくことに

より，特許を受ける権利の原始的な帰属先を自由に選択すること可能となる。 

② 発明者である従業者等に対しては，従来の「相当の対価」に代えて「相当の利益」が

付与されるものとされ，「相当の利益」には，金銭に限らず，「その他の経済上の利益」が

含まれることが明記された（4項，内容は第 4節で後述する）。 

③ 「相当の利益」を支払う場合の状況等に関する事項について指針（大臣告示）を定め

るとされた（6項，内容は第 5節で後述する）。 

 以上のとおり，昭和 34年法以降の改正は，使用者等の予測可能性等を高めるために行わ

れ，職務発明制度の趣旨を変更する改正はなされていない。したがって，昭和 34年法の議

 
59 使用者等が特許を受ける権利を予約承継していた場合であっても，使用者等以外の第三

者に権利が二重に承継され，当該第三者が先に出願した場合には使用者等が権利を取得で

きないという問題である。 
60 他者との共同研究で特許受ける権利が共有に係る場合において，自社の発明者の権利の

持分を，当該発明者から自社へ承継するときでも他社の発明者が同意しなければ権利承継

ができないという問題である。 
61 特許庁 HPから「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制

度の見直しに向けて-産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会—」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/docu

ment/h26houkokusho/houkokusho.pdf（2020年 1月 8日最終閲覧）。 
62 中山・前掲注 3）477 頁参照。 
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論は平成 16 年法及び平成 27年法においても通じると解される。 

 

 

第 3節 職務発明の成立要件 

1 職務発明の成立要件 

 特許法 35 条にいう「職務発明」とは，「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し，か

つ，その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務

に属する発明」と定義されている（特許法 35 条 1 項）。この文言から，職務発明とは，①

「従業者等」が「使用者等」の下で行った発明であること，②発明が「その性質上当該使

用者等の業務範囲に属」すこと及び③「その発明をするに至つた行為がその使用者等にお

ける従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」であることの三つの条件を満たす必要

がある。以下では，各用語の具体的意義をみる。 

 

2 「従業者等」が「使用者等」の下で行った発明であること 

 ここでは，「従業者等」及び「使用者等」が何を意味するか検討する。 

 まず，「従業者等」とは，特許法 35条 1項において，「従業者，法人の役員，国家公務員

又は地方公務員」と定義されている。つまり，通常の意味における会社等の従業者のほか

に，取締役，個人企業の従業者，公務員等を含んだ概念であり，常勤か非常勤か，嘱託か

ということは問わない 63。なお，「従業者等」には正社員はもちろん，契約社員などの非正

社員も，「従業者等」に含まれる 64。また，使用者等と正式な雇用契約を結んでいない者で

あっても，使用者等の指揮監督下で研究活動に従事し，使用者等がその者の研究活動のた

めに報酬等や研究資金・設備の提供等の負担・貢献をしている場合には，その者を従業者

等と評価すべきである 65。特許法 35条は，発明に関して投資を行う「組織」とその組織下

で発明を行う「自然人」との利害調整を図る規定である。そのため，同条の適用を受ける

従業者は，必ずしも民法上ないし労働法上の労働者と一致する必要はなく，35 条の趣旨・

 
63 中山・前掲注 3）63頁参照。 
64 嘱託員が「従業者等」に該当する例として，東京高判平成 14年 7月 16日裁判所ウェブ

サイト。 
65 島並良＝上野達弘＝横山久芳『特許法入門』（有斐閣，2014年）70頁参照。職務著作に

関する事案であるが最判平成 15 年 4月 11日集民 209号 469頁は「法人等の業務に従事す

る者」か否かの判断において，「法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたとき

に，法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり，法人等がその者に対

して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを，業務態様，指揮監督の

有無，対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮」すべきとしている点

から検討している。 
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目的に則して解釈すべきである 66。 

 一方で，「使用者等」とは，「使用者，法人，国又は地方公共団体」と定義されている。

たとえ一人の会社の代表者がした発明であっても，その会社が使用者等となる 67。35 条に

いう使用者等とは，従業者等と同様に必ずしも労働法にいう使用者あるいは雇用契約上の

使用者とは限らず，発明の奨励によって産業の発展を図る特許法的観点から判断すべきも

のであるとされる 68。すなわち，給与の支給者は誰かという点は最大のメルクマールになろ

うが，それだけでなく投資リスクの負担，研究施設の提供，研究補助者の提供，指揮命令

関係等を総合的に勘案し，誰に通常実施権を認めるのが妥当か，あるいは誰に権利の承継

を認めるのが妥当かという観点，裏を見れば，誰に発明への投資についてのインセンティ

ブを与えることが発明の奨励になるのかという観点から使用者を決定すべきである 69。 

 

3 発明が「その性質上当該使用者等の業務範囲に属」すこと 

 「使用者等の業務範囲」とは，定款とは関係なく，使用者が現に行っている又は将来行

うであろうことが具体的に予定されている業務を指すというべきとされる 70。定款記載の会

 
66 中山・前掲注 3）61頁参照。 
67 大阪地判昭和 47 年 3月 31日判時 678号 71頁。 
68 永野周志『職務発明の理論と実務—「相当の対価」とインセンティブの検証と指針』（ぎ

ょうせい，2004 年）174頁参照。 
69 中山・前掲注 3）61頁参照。中山氏は，若干特殊な例であるが，大阪地判平成 14年 5

月 23日判時 1825号 116頁を挙げている。これは，発明完成時，職務発明が成立する関係

にはなかったが，技術的・経済的な一体性と実質的な指揮監督という関係にあることを理

由に，発明者から対価額の合意なく特許受ける権利の譲渡を受けた会社に対し，35条 3項

を類推適用して相当対価請求が認められた事案である。この判決は 35条を類推適用した事

例であるが，これは同条の射程に関し，示唆を与えるものとなろうとしている。なお，反

対説として，江夏弘『わが国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈—各国との比較

法的考察』（国会資料編纂会，1992年）488頁参照。 
70 中山信弘編『注解特許法［第 3版］』（青山書院，2000 年）338頁参照〔中山信弘執筆部

分〕。根拠として，「定款記載の会社の目的は，株主を保護するために，会社とその取引相

手との間において会社の権利能力を画したものであり，会社とその従業者の間の権利関係

を調整する機能は予定されていないし，そのように介さなければならない合理的理由もな

い。会社はあらゆる方向に発展する可能性を有しており，特に現代の企業は多角経営に意

欲的である。従って，たとえ定款の会社の目的に記載されていない事業であっても，会社

の方針として進出することもありうるし，また技術的に目処がついてから定款を改めるこ

ともありうる。また，過去において定款の記載の通りの業務を行っていたが，現在はその

ような業務とは無関係な業務のみ行っていれば，たとえ形式的には定款に記載があっても，

使用者の業務範囲とは言えない。その上，定款をもたない個人企業や国等の従業者にとっ

て，定款の記載による制限ということ自体ありえないが，会社の従業者と個人企業や国の

従業者とを区別して考えねばならない実質的根拠はない。」としている。この見解に立つも

のとして，東京地判平成 3年 11 月 25日判時 1434号 98頁。 
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社の目的の範囲をいうとする説 71があるが，使用者等の業務範囲は比較的広く解されるので，

結論において大きな差異はないとされる。もっとも，業務範囲を広く解釈したとしても，

直ちに職務発明の成立範囲が広がるという関係にはなく，後述の要件③によって職務発明

の成立の範囲が画される 72。国や地方公共団体の業務範囲については，その行っている事業

の全てを業務範囲とすると，その範囲はあまりに漠然とし，かつ広くなりすぎるので，当

該公務員の所属する機関の業務範囲をその業務範囲と捉えるのが妥当とされる 73。 

 

4 「その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務

に属する発明」であること 

 「その発明をするに至つた行為」とは，発明を直接の目的とする行為に限らず，結果と

して発明に結びついた行為を広く含む概念である。したがって，従業者等が発明を意図し

ていたか否かにかかわらず，職務遂行の結果として生み出された発明は職務発明となる 74。 

 「現在又は過去の職務」における，「過去の職務」とは，発明当時勤務していた組織内で

の過去の職務であり，退職後の発明は職務発明とはならない 75。 

 「職務」については，画一的に決定されるものではなく，従業者等の職務命令の他，当

該従業者の地位等を勘案して決定しなければならないと解されている 76。実際の裁判例で，

会社から具体的命令ないし指示を受けていなかった場合 77，自発的に研究テーマを見つけて

発明を完成させた場合 78，会社の具体的な命令に背いて研究開発が遂行された場合 79につい

てさえも，職務性を認めている。換言すると，使用者等の意思に反すること等は，職務性

判断における評価障害事実としては位置づけられていない 80。また，裁判例においても，地

位の高い者ほど職務の範囲が広く，抽象的な命令であっても発明創作の職務に該当するよ

うである 81。 

 
71 吉藤幸朔『特許法概説［第 13版］』（有斐閣，1998 年）231頁参照。 
72 中山＝小泉・前掲注 41）580頁参照［飯塚卓也＝田中浩之執筆部分］。 
73 中山・前掲注 70）338 頁参照〔中山信弘執筆部分〕。 
74 吉藤・前掲注 71）229 頁参照。 
75 中山・前掲注 3）64頁参照。 
76 中山・前掲注 3）63頁参照。 
77 最判昭和 43 年 12月 13日民集 22巻 13号 2972頁。 
78 大阪地判平成 6年 4月 28 日判時 1542号 115頁。 
79 東京地判平成 14 年 9月 19日判時 1802号 30頁。 
80 島並良「職務発明に関する権利の配分と帰属」相澤英孝他編『知的財産法の理論と現代

的課題』（弘文堂，2005年）124 頁参照。 
81 吉田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村善之＝山本敬三『職務発明』

（有斐閣，2005 年）106頁参照。 
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第 4節 「相当の対価」及び「相当の利益」の法的性質 

1 「相当の対価」（昭和 34年法，平成 16年法） 

（1）相当の対価の法的性質における議論 

 従業者等は，使用者等に「契約，勤務規則その他の定め」により，職務発明について使

用者等に特許を受ける権利等を承継させた場合等は，「相当の対価」の支払を受ける権利を

有すると規定していた（旧特許法 35 条 3 項）。昭和 34 年法及び平成 16 年法にいう「相当

の対価」の法的性質について，特許制度を自然権的な発想（以下，「自然権論」という）で

とらえるか，インセンティブ論で説明するかという対立があった 82。 

 

（2）自然権論について 

 自然権論は，「知的創作に対して特許法以前に何等かの財産的利益を受ける権利が観念さ

れ，それを実定法の形で具現化したのが特許法 83」とする考え方である。つまり，「特許を

受ける権利の承継を使用者・従業者間の取引（いわば売買契約）とみるものであり，その

ような権利承継理解を前提に，取引（売買契約）の目的物である『特許を受ける権利』の

『（売買）代金』として，相当の対価を捉えている。換言すれば，この立場は，対価請求権

の法的性質を，法律による特別な規定を待つまでもなく権利承継の合意により当然に発生

する約定債権である 84」と理解するものである。 

 自然権論の学説として，渋谷達紀氏の見解があげられる。渋谷氏は，対価差額説という

見解を主張されている 85。この見解は，「相当の対価」を権利の想定承継対価と想定通常実

施料の差額として捉えるものである。この権利の想定承継対価の額は，「たとえば知的財産

権の担保価値を算定するときに用いられる原価法，取引事例比較法，ディスカウント・キ

ャッシュ・フロー法などによって算定することになる」ため，権利承継時点の権利の現在

市場価値を指すものと理解される。また，想定通常実施料は，「発明を完成させるために使

 
82 これは，主として消滅時効期間との関係で論じられてきた。 
83 井上由里子「平成 27 年職務発明制度改正についての一考察」特許研究 60号（2015 年）

22頁。 
84 島並良「職務発明対価請求権の法的性質（上）」特許研究 39号（2005年）23頁。 
85 渋谷達紀『知的財産法講義 I［第 2版］』（有斐閣，2006 年）166頁。対価差額説によれ

ば，相当の対価の額は，権利の想定承継対価から，特許発明の想定通常実施料を控除した

額を上限として定まる。権利の想定承継対価および想定通常実施料の額からは，それぞれ

発明それ自体に由来しない金額を除き，また，両者の差額からは，研究開発段階における

使用者の負担・貢献や，使用者が従業者に与えた処遇など，所定の事情（35条 5項）を金

銭に換算したものを控除することになると説明している。 
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用者が行った負担や貢献」に相当する金額であるが故に控除されるというのであるから，

本来的には発明完成後の負担や貢献は含まれない概念である。つまり，対価差額説は相当

対価額を，権利承継時に従業者から使用者へ現実に移転した財産的価値の額として理解し

ている 86。したがって，相当対価は権利の売買代金であり，自然権論的な発想であると整理

することができる。 

 

（3）インセンティブ論について 

 これに対して，インセンティブ論は，「技術の発展を促す産業を発達させるという政策目

的（特許法 1条）を実現するため発明へのインセンティブとして与えられるのが特許権 87」

と考えるものである。つまり，「特許を受ける権利の承継を，使用者・従業者間の取引では

なく，何らかの政策目標…の実現のために，法が特別に認めたものだと考え，同時に対価

についても，当事者の意思とは関わりなく，当該政策目標を実現する手段として付与され

るものであると理解している。換言すると，この見解は，対価請求権を政策実現手段とし

て法が設置的に承認した法定債権である 88」とするものである。 

 インセンティブ論の学説として，田村善之氏の見解があげられる。田村氏は，相当の対

価が従業者等へのインセンティブとして正当化される旨を明言し 89，対価の規律は当事者に

委ねるべきであるが，使用者等と従業者等の交渉力には格差があるため，相当な対価の規

律を完全に当事者に委ねてしまうと，使用者等にとっても従業者等にとってもインセンテ

ィブの確保に欠ける事態を生じかねさせないので，裁判所の後見的な介入の余地を認めて

いると説明している 90。この点，田村氏は，「使用者が一方的に定めた相当の対価の額の条

項に裁判所が後見的に介入する趣旨が，市場を補完するところにあるのだとすれば，市場

が機能している場合には裁判所は介入を控えたほうがよいことになる 91」と述べている。つ

 
86 島並良「職務発明対価請求権の法的性質（下）」特許研究 42号（2006年）9頁参照。 
87 井上・前掲注 83）22 頁。 
88 島並・前掲注 84）27 頁。 
89 田村善之「職務発明制度のあり方」田村善之＝山本敬三編『職務発明』（有斐閣，2005

年）4頁参照。 
90 田村・前掲注 89）11頁参照。田村氏は，起草者は，もっと単純に，自然権的に考え，発

明者に特許を受ける権利が帰属するのは特許法の大原則であるからいったん従業者である

発明者に特許を受ける権利が帰属するが，それでは産業の発展に支障をきたしかねないの

で，使用者が一方的に勤務規則等を定めることにより特許を受ける権利を譲り受けること

ができる旨，規定したというのが真相かもしれない。しかし，そうだとすると，自然権で

あるはずの特許を受ける権利を使用者が一方的に簡単に取り上げることができるのはなぜ

なのかという点と，そもそも特許法の制度が自然権を予定しているものであるのかという

点の説明に窮すると説明している。 
91 田村・前掲注 89）12—13頁。 
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まり，相当の対価の支払いが，使用者等が設定した「契約，勤務規則その他の定め」及び

算定した対価だけでは不十分な発明へのインセンティブを確保するために国が設定した制

度であるという前提に立つものであり，まさにインセンティブ論であるといえる。 

 

（4）法的性質がインセンティブ論に基づく理由 

 以上のような，昭和 34 年法及び平成 16 年法の「相当の対価」に法的性質についての議

論がなされてきたが，「相当の対価」について法的性質としては，インセンティブ論と解す

べきである。 

 まず，特許法 35 条 2項により，特許を受ける権利の「承継」に関する予約が，個別契約

のみならず使用者によって一方的に置かれた「勤務規則その他の定め」でも足りるとして

いる（旧特許法 35 条 2 項反対解釈）。職務発明については，従業者等が権利を原始的に取

得するとはいうものの，現実に従業者等が権利を取得できるかどうかは使用者等の意思に

委ねられており，その意味で，職務発明に関する実質的な処分権は，発明者たる従業者等

ではなく使用者等が有していると考えられる 92。また，「対価額」に関する社内規定の多く

も，従業者等の同意を得ずに定められているようである 93。「相当の対価」の法的性質を自

然権論に基づくものである場合，売買代金としての性質を有すると理解できる。しかし，

このような定めをおくことにより使用者等が一方的に従業者等から特許に関する権利等を

取り上げることができる状況を，果たして売買としての性質を有するといえるだろうか。 

 裁判例においても，使用者側の対価の支払いがなくても（あるいは不足があっても），契

約を解除し売買目的物，すなわち特許を受ける権利の返還を求めることが従業者に認めら

れず 94，規定に定められた対価の額が不相当の場合でも，承継（譲渡）が錯誤無効になるわ

けではない 95。 

自然権論（売買対価）とする観点からと説明すると，発明者である従業者等に与えられ

 
92 横山久芳「職務発明における『相当の対価』の基本的考え方」相澤英孝＝大渕哲也＝小

泉直樹＝田村善之編『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂，2005 年）72頁参照。こ

の点，補足として，使用者が従業者との個別契約により権利を承継すると決めている場合

には，権利の承継につき従業者の合意が必要となるが，それは使用者が権利の承継を契約

によることを選択したからそうなるだけの話であって，使用者は，権利の承継の手段とし

て，契約によるか，勤務規則等によるかを自ら選択する自由を有している。そして，使用

者が勤務規則等による承継を選択すれば，権利承継について，従業者の意思が反映される

余地はないと述べている。 
93 知的財産研究所「職務発明に関するアンケート調査」同編『職務発明制度の在り方に関

する調査研究報告書』（知的財産研究所，2003 年）343頁以下参照。 
94 東京地判平成 14 年 9月 19日・前掲注 79）。 
95 東京地判平成 14 年 9月 10日裁判所ウェブサイト。 
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る権利は，極めて弱い権利である 96。さらに，裁判例において，「相当の対価」をインセン

ティブと捉えられている 97。したがって，「相当の対価」法的性質は，イノベーションを促

進するという産業政策上の目的から与えられたインセンティブとして解すべきである。こ

れは特許法の目的である 1条と整合的である。 

 

2 「相当の利益」（平成 27年法） 

 平成 27年法は，昭和 34 年法及び平成 16年法と同様，従業者等に法律上の権利を認めつ

つ，「相当の対価」から「相当の利益」へと文言を変更している（特許法 35条 4項）。平成

27年法は，「対価」から「利益」に改めたことにより，対価請求権から利益請求権へと変更

している。なお，「相当の利益」とは，金銭の他に，使用者負担による留学の機会の付与，

ストックオプションの付与，金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格，法令及び就業規則所

定の日数・期間を越える有給休暇の付与等がある。これは，従業者等の権利が政策的なイ

ンセンティブであることを明確にしたものである 98。つまり，「相当の対価」の法的性質は，

インセンティブ論に基づくものであると明らかにした。従業者等の立場の切り下げではな

いとする特許法平成 27年改正の立法趣旨を勘案すると，平成 27年改正前の「相当の対価」

に関する議論は，平成 27年法でも参考になるだろう 99。 

 したがって，「相当の対価」及び「相当の利益」の法的性質は，単なる売買代金たる自然

権論に基づくものではなく，インセンティブとしての性質を有するものである。 

 また，職務発明対価は発明時に算定が困難であることから段階的に支払われるものが多

い。これは，特許法 35条に「相当の対価」又は「相当の利益」として法定請求権が定めら

れているからこそ，算定が困難でありながらも職務発明の成果に基づいて段階的に支払わ

れるものである。 

 したがって，「相当の対価」又は「相当の利益」に基づいて支払われなくとも職務発明に

 
96 田村・前掲注 89）6頁参照。田村氏は，「特許法 35条が，従業者に特許（を受ける）権

利が帰属する状態が，ありうべき法律関係であると考えて，原始的な帰属先を従業者とし

たのであれば，返す刀で，従業者がなした職務発明に係る特許を受ける権利や特許権につ

いて，使用者が勤務規則等をおくことによりこれを一方的に取り上げること（35 条 2項の

反対解釈）を認めるはずはないだろう。近代特許法の大原則だというわりには，発明者で

ある従業者に与えられる権利は，きわめて弱々しい権利でしかない。したがって，特許法

35条についてもインセンティヴ論に基づいて検討してくことが適当であり，従業者に相当

の対価請求権が認められている理由もこの点から考えることができるだろう。」と述べてい

る。 
97 東京高判平成 17 年 1月 11日判時 1879号 141頁，東京地判平成 18年 3月 9日判時 1948

号 136頁。 
98 横山・前掲注 58）40 頁参照。 
99 愛知靖之他『知的財産法』（有斐閣，2018年）75頁参照。 
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起因するものであれば，本質としてはインセンティブとしての性質を有すると解される。 

 

 

第 5節 「相当の対価」及び「相当の利益」の算定基準 

1 「相当の対価」の算定基準 

 昭和 34年法では，「相当の対価」の算定については，「その発明により使用者等が受ける

べき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して定

めなければならないと規定するのみであった。平成 16 年法以降は，「契約，勤務規則その

他の定め」による対価が「不合理」である場合に，「その発明により使用者等が受けるべき

利益の額及びその発明に関連して使用者等が行う負担，貢献及び従業者等の処遇その他の

事情」を考慮して定めなければならないと規定している。基本的な考慮要素は改正を通じ

て実質的に変更がなく，過去の裁判例において用いられている「相当の対価」の基本的な

算定式は，下記のとおりである。 

使用者等が受けるべき利益×（1—使用者等の貢献度等）100 

 まず，「使用者等が受けるべき利益」とは，使用者等は特許法 35 条 1 項により無償の法

定通常実施権が付与されているから，当該実施権に基づく利益は含まれず，権利の承継等

を受けることによって使用者等が得たと考えられる発明独占による利益（独占的利益）で

あると解される 101。 

 次に，使用者等の貢献度等であるが，発明によって特許を受ける権利が発生する前後を

問わず，様々な事情を考慮すべきことが規定されている。具体的には，「その発明に関連し

て使用者等が負担，貢献」は，発明のための研究費の捻出や施設・資材の提供，発明の完

成に向けた使用者等の貢献に加えて，発明完成後に発明の権利化や事業化のために使用者

等が行った努力や投資等の発明完成後に発明が利益を生み出すために必要となる使用者等

の貢献の双方が含まれている。「従業者等の処遇」については，当該発明の完成や事業化に

基づき，当該使用者等から支払われた金銭的利益，地位又は論功行賞等の待遇の向上等が

考えられる 102。「その他の事情」としては，例えば，当該発明を完成させ，又は事業化する

ために使用者等が被ったリスクや失った選択機会などが考えられる 103。したがって，「相当

 
100 中山＝小泉・前掲注 41）636頁参照〔飯塚卓也＝田中浩之執筆部分〕。なお，共同研究

者がいる場合には，最後に「共同研究者としての寄与率」を乗じる。 
101 中山＝小泉・前掲注 41）636頁参照［飯塚卓也＝田中浩之執筆部分］。 
102 島村＝上野＝横山・前掲注 65）88頁参照。 
103 東京高判平成 16 年 4月 27日判時 1872号 95頁では，事業化によって使用者等が未だ利

益を得るに至ってない事実や使用者等が損失を被っている事実を使用者等の貢献度の認定

にあたって考慮することができるとした。 
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の対価」の算定は，様々な要素が考慮されると解される。 

 なお，不合理性判断の考慮要素については，「協議の状況」，「開示の状況」及び「意見の

聴取の状況等」が挙げられている。これらの考慮要素は，あくまで例示であり，「協議」，「開

示」，「意見の聴取」のいずれかに不合理な点が見受けられるとしても，対価決定過程を全

体としてみた場合に合理的なものと評価しうるのであれば，その対価は「相当の対価」と

いうことができる 104。 

 

2 「相当の利益」の算定基準 

 平成 27年法の「相当の利益」について「契約，勤務規則その他の定め」がない場合又は

不合理であると認められる場合に従業者が受けるべき利益の決定については，平成 16年法

と同じである。平成 16年法と異なる点は，経済産業大臣が「相当の利益」を決定するため

に考慮すべき状況等に関する指針（ガイドライン）を特許法で定めていることである。 

 この大臣告示という非常に重い形でなされる指針は，法的には裁判所を拘束するもので

ないが，この指針に従って職務発明規程を設ければ，事実上裁判においても尊重されると

推測されている 105。なお，指針の内容に関しては，手続の適正な在り方についての明示や

金銭以外の経済上の利益の例示等がある 106。 

 

 

第 6節 小括 

1 職務発明制度の趣旨及び沿革 

 職務発明制度は，職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始

的に帰属することを前提に（同法 29条 1項参照），職務発明について特許を受ける権利等

の帰属及びその利用に関して，使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに，

両者間の利害を調整することを図った規定である。そして，特許法は，発明の保護及び利

用を図ることにより，発明を奨励し，産業の発展に寄与することを目的にしている。した

がって，職務発明制度は，発明者である従業者等と発明につき全てのリスクを負う使用者

等の両者のインセンティブをバランスよく制度設計し，法解釈をしなければならない。 

 職務発明制度の沿革を踏まえると，昭和 34年法からの改正は，使用者等の予測可能性を

 
104 島並＝上野＝横山・前掲注 65）84頁参照。 
105 中山・前掲注 3）82頁参照。 
106 特許庁 HPから「特許法第 35条第 6項の指針（ガイドライン）」

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/

guideline_02.pdf（2020年 1月 8日最終閲覧）。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/guideline_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/guideline_02.pdf
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高めるための改正であり，従業者等の利益の切り下げでないことが明らかである。つまり，

職務発明制度の趣旨に変更はないことから，昭和 34 年法での議論が平成 16 年法及び平成

27年法にも通じると解される。特許法平成 27年の改正内容は，①使用者等が「契約，勤務

規則その他の定め」を予め定めれば特許を受ける権利の原始的帰属を使用者等に選択可能

となったこと，②「相当の対価」が「相当の利益」に文言が変更され，支払いが金銭に限

られなくなったこと，③「相当の利益」を支払う場合の状況等の関する事項についての指

針が定められたことの 3点である。 

 

2 「相当の対価」及び「相当の利益」の法的性質 

 「相当の対価」（昭和 34 年法及び平成 16年法）の法的性質については，以前から議論さ

れており，自然権論（売買契約に基づく約定債権）ではなく，産業発達の政策的なインセ

ンティブとしての性質を有するものと解される。理由としては，本来職務発明制度が従業

者等及び使用者等の双方のインセンティブを図るための規程であること，職務発明におけ

る権利の承継は使用者等が一方的に従業者等の意思が介在する余地がない「契約，勤務規

則その他の定め」により決めることが可能であること，従業者等が対価の支払いがなくと

も承継が錯誤無効となるわけではないこと，裁判例において「相当の対価」がインセンテ

ィブとして捉えられていることが挙げられる。 

 以上の理由を勘案すると，自然権論で説明するには，「相当の対価」は極めて弱い権利で

ある。したがって，「相当の対価」の法的性質はインセンティブとしての性質を有すると解

され，このように解すことは特許法の目的にも整合的である。 

 なお，先述した特許法平成 27 年改正により，特許を受ける権利の原始的帰属を使用者に

選択することが可能となり，「相当の対価」が「相当の利益」に文言が変更されている。こ

のことから，特許を受ける権利が原始的に使用者に帰属する場合は，特許を受ける権利の

承継（譲渡）が行われなくなり，職務発明をなした際に使用者等から従業者等の支払われ

る金員等が特許を受ける権利の承継対価と解すことができない。したがって，自然権論で

は説明することが不可能となり，「相当の対価」及び「相当の利益」の法的性質がインセン

ティブとしての性質を有することは明白である。 

 

3 「相当の対価」及び「相当の利益」の算定基準 

 「相当の対価」及び「相当の利益」算定基準は，以下のとおりである。 

 昭和 34年法（「相当の対価」）は「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び

「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して算定される。平成 16年

法（「相当の対価」）及び平成 27 年法（「相当の利益」）は，「契約，勤務規則その他の定め」
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による支払いが「不合理」である場合に，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額

及びその発明に関連して使用者等が行う負担，貢献及び従業者等の処遇その他の事情」を

考慮して定められる。 

 基本的な算定式は右のとおりである。使用者等が受けるべき利益×（1−使用者等の貢献

度等）。 

 ここにいう「使用者等が受けるべき利益」とは，権利の承継等を受けることにより使用

者等が得たと考えられる発明独占による利益（独占的利益）であると解される。「使用者等

の貢献度等」とは，発明によって特許を受ける権利が発生する前後を問わず，様々な事業

を考慮するものである。具体的には，発明前は研究費の捻出等や施設・資材の提供，発明

後は発明の権利化や事業化のために使用者等が行った努力や投資等が挙げられる。なお，

「従業者等の処遇」とは，発明の完成や事業化に基づき，当該使用者等から支払われた金

銭的利益，地位又は論功行賞等の待遇の向上等が考えられる。したがって，「相当の対価」

及び「相当の利益」の算定基準は，様々な要素が考慮されると解される。 

 以上が本章において検討した主な内容である。第 4 章及び第 5 章では，本章で明らかに

した内容を前提に職務発明対価の所得区分について検討を行う。  
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第4章 学説等の検討 

 第 4 章では，学説等の検討を行う。まず，所得税法の所得区分の解釈を何が重要である

か検討する。その後，職務発明対価の所得区分の見解である，全て譲渡所得とする見解，

譲渡所得及び一時所得とする見解，譲渡所得及び雑所得とする見解の検討を行う。 

 

 第 1節 所得税法における所得区分 

 所得税法は，所得を 10種類に分類し，まずこれらの各種の所得ごとにその金額を計算し

（同法 21 条 1 項 1 号），これを基礎に課税標準である総所得金額等を計算し（同法同条 2

号），これに所得控除（扶養控除，医療費控除等）を行って課税総所得金額等を計算し（同

法同条 3号），これに所定の税率を適用して所得税額を計算することを定めている（同法同

条 4号）。 

 所得税法が 10種類の所得区分が設けられ，総合所得税による課税の仕組みとなったのは，

昭和 22年（1947 年）改正である 107。所得税法が制定された明治 20年（1887年）は，所得

に区分が設けられておらず 108，分類所得税が導入された昭和 15年（1940 年）には，6種類

の所得（不動産所得，配当利子所得，事業所得，勤労所得，山林所得，退職所得）を各所

得ごとに異なる比例税率で計算するものであった 109。 

 総合所得税制度の下で所得区分が採用された理由として，①所得金額の計算技術上の要

請，②担税力に応じた課税の実現，③法文技術上の便宜が挙げられる 110。匿名組合の所得

課税等について判示された近時の最高裁判決 111の調査官解説 112も同様の旨を挙げた後，同

解説は，「所得税法は，所得はその性質や発生の態様によって担税力が異なるという前提に

立って，租税の公平負担の観点から，担税力の相違に応じた課税をすることができるよう

にするとともに，所得金額の計算上の要請や法技術上の便宜等も考慮して適切な課税方法

を定めることができるようにするために…所得区分を定めている 113」と述べている。そし

て，これを前提に所得区分の在り方の一般論として，「所得税法に定める各所得の定義につ

いては，同法 23条以下及び同法施行令等に定められているが，これらの定義規定によって

 
107 昭和 22 年法律第 27号。 
108 明治 20 年勅令第 5号。 
109 昭和 15 年法律第 24号。 
110 注解所得税法研究会編・前掲注 23）273—277頁参照。 
111 最判平成 27 年 6月 12日民集 69巻 4号 1121頁。 
112 清水千恵子「判解」『最高裁判所判例解説民事篇平成 27年度』（法曹会，2017年）314

頁。 
113 清水・前掲注 112）324頁。 
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もどの所得区分に当たるかが不明な場合には，解釈によってこれを補うこととなる。114」

と説示する。 

 解説書及び調査官解説以外にも，所得をその源泉ないし性質によって 10種類に分類して

いる理由として，所得はその性質や発生の態様によって担税力が異なるという前提に立っ

て，公平負担の観点から，各種の所得について，それぞれの担税力の相違に応じた計算方

法を定め，また，それぞれの態様に応じた課税方法を定めるためと説示される 115。その理

由として，具体的に物的・質的担税力の差異，費用控除の差異，源泉徴収等との関係，最

適課税論等を挙げるものがある 116。 

 以上のような説明は，使う言葉や整理において細かな違いはあるとしても，所得税法が

10種類の所得区分を設けた趣旨は，所得を得た原因や性質により担税力に違いがあるため，

これに応じて異なる所得計算方法などによって所得を把握することが，公平な租税負担の

実現に資するとの考え方がいずれも前提にしていると考えられる。 

したがって，このような目的で設けられたものが所得区分である以上，各所得の該当性

については，所得税法の趣旨目的に沿うように解釈するべきであり，これは文理解釈を否

定するものではない 117。 

 税法が課税対象とする経済取引は，通常の場合には民法等の私法によって規律されてい

る。所得税法等の租税実体法は，私法により規律されている私法上の法取引を前提に課税

要件規定を構成している。私法上の法律関係が構成され，その法律関係に基づいて租税法

の課税要件規定へのあてはめが行われる 118。 

 実際の裁判例は，例えば，給与所得該当性が争われた事案 119では，「民法上の組合の組合

員が組合の事業に従事したことにつき組合から金員の支払を受けた場合，当該支払が組合

の事業から生じた利益の分配に該当するのか，所得税法 28条 1項の給与所得に係る給与等

の支払に該当するのかは，当該支払の原因となった法律関係についての組合及び組合員の

意思ないし認識，当該労務の提供や支払の具体的態様等を考察して客観的，実質的に判断

すべき」としている。 

 また，馬券の払戻金の所得区分が争われた事案 120では，「営利を目的とする継続的行為か

 
114 清水・前掲注 112）325頁。 
115 金子・前掲注 18）218 頁参照。 
116 谷口・前掲注 25）265—268 頁参照。 
117 木山泰嗣「所得区分における税法解釈のあり方」青山法学論集 59巻 4号（2018年）115

—116頁参照。 
118 増田英敏『リーガルマインド租税法［第 5版］』（成文堂，2019年）86—87頁参照。 
119 最判平成 13 年 7月 13日・前掲注 32）。 
120 最判平成 27 年 3月 10日刑集 69巻 2号 434頁。 
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ら生じた所得であるか否かは，文理に照らし，行為の期間，回数，頻度その他の態様，利

益発生の規模，期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。」と判

示している。同事案の調査官解説 121は，「経済的行為」という文言に照らせば，「行為の期

間，回数，頻度，その他の態様」が考慮要素となるのは当然であり，客観的にみて利益が

上がると期待し得る行為であれば，営利を目的とする行為として肯定されるように思われ

るとしている。 

 さらに，借地権設定の際に受領した権利金の所得区分が争われた事案 122では，「法条をそ

の文言に従つて法律的，形式的に解釈するかぎり，通常，賃借権設定の際に賃貸人に支払

われる権利金は，不動産所得に当たるものと解するほかはない。」と判示するも，「右のよ

うな権利金については，これを一律に不動産所得に当たるものとして課税すべきではなく，

場合によつてはその経済的実質に着目して譲渡所得に当たるものとして課税を行なうこと

も，公平な課税の実現のために必要であるといわなければならない。」とし，「経済的，実

質的には，所有権の権能の一部を譲渡した対価としての性質をもつものと認めることがで

きるのであり，このような権利金は，…譲渡所得に当たるものと類推解釈するのが相当で

ある。」と判示している。 

 税法は租税法律主義の下，文理のみならず趣旨も鑑みる必要があり，税法が適用される

前提として，ある経済取引がどのようなものであるか判断しなければならない。そして，

上記のようにこの判断の際は，「客観的，実質的に判断すべき」であるし，「総合考慮して

判断」する必要がある。場合によっては，「その経済的実質に着目して…課税を行なうこと

も，公平な課税の実現のために必要であるといわなければならない」とされる。 

 

 

第 2節 全て譲渡所得とする見解 

1 譲渡所得の意義 

（1）譲渡所得の意義 

 譲渡所得とは，所得税法 33 条において「資産の譲渡…による所得をいう。」と定義され

 
121 楡井英夫「判解」『最高裁判所判例解説刑事篇平成 27年度』（法曹会，2017年）108頁

参照。 
122 最判昭和 45 年 10月 23日民集 24巻 11号 1617頁。なお，同判決は，「右のような類す

る解釈は，明らかに資産の譲渡の対価としての経済的実質を有するものと認められる権利

金についてのみ許されると解すべきであつて，必ずしもそのような経済的利益を有すると

はいいきれない，性質のあいまいな権利金については，法律の用語の自然な解釈に従い，

不動産所得として課税すべきものと解するのが相当である」と文理解釈の原則から歯止め

をかけている。 
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ている。 

 ここにいう資産及び譲渡の意義は後述するが，譲渡所得の本質の通説は，キャピタルゲ

イン，すなわち所有資産の価値の増加益であって，譲渡所得に対する課税は資産が譲渡に

よって所有者の手を離れるのを機会に，その所有期間中の増加益を清算して課税しようと

するものである（以下，「増加益清算課税説」という。）123。判例においても，「資産の値上

がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として，その資産が所有者の支配を

離れて他に移転するのを機会に，これを清算して課税する趣旨のもの 124」と解されている。 

 これに対して，譲渡所得課税の対象は，抽象的な保有期間中の値上がり益でなく，現実

の収入から取得費等を控除した譲渡差益であるという譲渡益所得説がある 125。裁判例は，

判示の文言では，増加益清算課税説を採用し続けているがゴルフ会員権贈与事件 126や土地

改良区決済金事件 127などで示された判断を，「譲渡によって納税者が得た（手もとに残った）

所得はいくらか」という点を重視したものと理解するならば，一定程度，譲渡益所得説へ

の傾きを示しているとも考えられる 128。 

 なお，譲渡所得の金額は，短期譲渡所得及び長期譲渡所得のそれぞれについて，総収入

金額から当該所得の起因になった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の合計額

を控除し，その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額である（所得税法

33条 3項）。 

 

（2）資産の意義 

 譲渡所得における「資産」とは，譲渡性のある財産権を全て含む観念であり，一種の固

有概念であると解されている 129。つまり，経済的な価値があり，他人に移転可能なあらゆ

るものが譲渡所得を発生させる「資産」に該当するのである 130。課税実務においても，「譲

 
123 金子・前掲注 18）260 頁参照。佐藤・前掲注 26）84頁，谷口・前掲注 25）289頁，水

野忠恒『大系租税法〔第 2版〕』（中央経済社，2018年）231頁も同旨。 
124 最判昭和 43 年 10月 31日訟月 14巻 12号 1442頁。最判昭和 47年 12月 26日民集 26

巻 10号 2083 頁及び最判昭和 50 年 5月 27日民集 29巻 5号 641頁も同旨。 
125 田中治「資産の取得価額をめぐる近時の紛争例」税務事例研究 65号（2002年）31頁参

照，田中治「キャピタルゲイン課税—税法学からの問題的—」日本租税理論学会編『キャピ

タルゲイン』（谷澤書房，1993年）68頁参照。 
126 最判平成 17 年 2月 1日集民 216号 279頁。 
127 最判平成 18 年 4月 20日集民 220号 141頁。 
128 佐藤・前掲注 26）96 頁参照。 
129 金子・前掲注 18）261 頁参照。 
130 佐藤・前掲注 26）87 頁参照。谷口・前掲注 25）290頁も同旨であり，譲渡所得の起因

となる資産は，経済的価値を有し，かつ，移転可能性ないし譲渡性のある物，権利その他

の経済的地位・利益を広く含む包括的な概念であるが，譲渡所得の本質的意義からは，資
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渡所得の基因となる資産とは，法第 33条第 2項各号に規定する資産及び金銭以外の一切の

資産をいい，当該資産には，借家権又は行政官庁許可，認可，割当て等により発生した事

実上の権利も含まれる」（所得税基本通達 33—1）とされており，やはり資産の範囲は広範な

ものである。 

 なお，「資産」に該当しないものを定める 33 条 2 項の他に，「増加益を生じ得ないもの，

すなわち，社会生活上もはや取引される可能性が全くないような無価値なもの」は，譲渡

所得を発生させる「資産」ではないとする裁判例 131がある。また，経済的な価値があって

他人に移転可能である現金は，誰が持っていてもその額面どおりの価値があり，「値上がり」

や「値下がり」を考えることができないため，譲渡所得を発生させる「資産」には該当し

ない 132。 

 

（3）譲渡の意義 

 「譲渡」とは，有償・無償を問わず所有権その他の権利の移転を広く含む観念であり 133，

判例においても，「有償無償を問わず資産を移転させるいつさいの行為をいう 134」と解され

ている。「譲渡」はこのように包括的な概念であり，売買だけでなく，交換，代物弁済，物

納，競売，公売，収用，法人に対する現物出資等による資産の移転が含まれる。もっとも，

有償無償すなわち対価の有無は問わないとしても，収入金額を伴わない行為は，譲渡に該

当しない。離婚に伴う財産分与は，無償行為であるとしても，「分与義務の消滅という経済

的利益」という収入金額を伴うので譲渡に該当する。これに対して，譲渡担保設定による

資産の移転のように，資産の移転と引き換えに経済的価値の流入がない場合は，譲渡には

該当しない 135。 

 

 

2 譲渡所得とする見解 

 職務発明対価を譲渡所得とする見解は，主に元氏成保氏及び図子善信氏の見解が挙げら

れる。 

 
産概念である以上，値上がりあるいは価値の増加を観念することができない資産は，譲渡

所得の基因となる資産には含まれないことになると説明している。 
131 東京地判平成 27 年 3月 12日裁判所ウェブサイト。 
132 佐藤・前掲注 26）87 頁参照。 
133 金子・前掲注 18）262 頁参照。谷口・前掲注 25）292頁，水野・前掲注 123）244頁も

同旨。 
134 最判昭和 50 年 5月 27日・前掲注 124）。 
135 谷口・前掲注 25）293 頁参照。 
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（1）元氏説 

 元氏氏は，職務発明対価の法的根拠を契約や各種社内規程に基づいて使用者等が従業者

等に対して支払う各種報奨金等と特許法 35条 3項の定めに基づいて従業者等が使用者等に

対して請求する「相当の対価」の 2つに大別して見解を示している。 

 前者については，「両当事者の合意によって使用者等から従業者等に対して交付される金

員であるので，その所得区分は，当該合意の内容如何によって決せられることになる。136」

としている。具体的には，当該支払が，従業者等が特許を受ける権利を使用者等に承継さ

せる見返りとして使用者等から従業者等に対してなされた旨が明らかであれば譲渡所得と

し，実績報奨制度等により，当該特許権の実績に応じ，使用者等が得た利益の一部を還元

するものであれば雑所得に区分されることとなる。 

 後者については，特許受ける権利が「勤務規則等によって半ば強制的に使用者等に承継

される見返りとして，同法 35条 3項は従業者等に対して相当の対価支払請求権を取得する

ことを法定したのであって，当該従業者等がそれを実現することによって取得した金員は，

まさに特許を受ける権利の譲渡による所得である。137」と述べている。この理由として，「従

業者等が取得する相当の対価は，特許法 35条の規定に基づいて当該特許を受ける権利の対

価を再評価した，いわば資産の再評価額である。そして，特許を受ける権利を再評価する

にあたり，当該特許権の実施によって使用者等が得るべき利益を考慮要素の一つとしてい

るに過ぎず，還元すると，種々の要素を考慮しつつ特許法 35条の規定に基づいて特許を受

ける権利を再評価した結果，追加の対価を支払うべき旨が明らかになったのであって，こ

の所得に対する課税は，まさに従業者等の所有していた資産に帰属する増加益に課税して

いるものである。138」と説明している。 

 なお，元氏説以外にも同様に，譲渡所得の文言から資産の譲渡と対価支払が同時期にな

されなければならないとの解釈を必ずしも導出することはできないとした上で，承継時点

では不明確である特許を受ける権利の再評価にあるとし，権利の譲渡対価であるとの見解

もある 139。 

 

 
136 元氏成保「職務発明に関して従業員等が使用者等から受け取る金員の所得区分」水野武

夫先生古希記念論文集刊行委員会編『行政と国民の権利—水野武夫古稀記念論文集—』（法律

文化社，2011年）513 頁。 
137 元氏・前掲注 136）514頁。 
138 元氏・前掲注 136）516頁。 
139 林＝谷口・前掲注 4）129 頁参照。 
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（2）図子説 

 図子氏は，増加益清算課税説は不動産の譲渡については適切に当てはまるが，無体財産

権については，清算所得課税が適さない場合があり，譲渡所得を権利移転時に一時に実現

した所得と限定する根拠はないと述べている。そして，所得税法 36条の「収入すべき金額」

とは，通常の場合は権利の確定した金額と解されている観点から，「資産の譲渡をしたが金

額が未定の場合は，権利が確定しておらず，収入すべき金額はないことになる。この場合，

資産の対価が決定して相手方に請求できるようなった時に，その年の譲渡所得となる」と

いう見解を述べている 140。 

 上記のように，譲渡所得とする見解は，譲渡所得について譲渡益所得説を採用し，相当

の対価として支払われる金員は特許を受ける権利の再評価に基づくものとしている。そし

て，譲渡所得は，権利移転時に一時に実現した所得に限られず，相当の対価を請求する権

利が確定した時点で，その年の譲渡所得とするものである 141。 

 

3 譲渡所得とする見解の検討 

 職務発明対価を譲渡所得とする見解は，職務発明対価は譲渡所得に区分するには適さな

いことと譲渡所得の本質の二つの観点から疑問がある。 

 特許法平成 27 年改正前は，職務発明対価は一見，特許を受ける権利は「資産」に，当該

権利の承継は「譲渡」にそれぞれ該当するから譲渡所得に該当するように見える。また，「相

当の対価」の追加的な支払いは，特許を受ける権利の再評価として譲渡益所得説の見解か

ら説明できるようにみえるかもしれない。しかし，職務発明対価の所得区分は譲渡所得に

該当しないと考える。 

 職務発明において，特許を受ける権利の譲渡は，使用者等が「契約，勤務規則その他の

定め」により一方的に定めることができ，従業者等の意思が介在する余地がない。そして，

特許法平成 27年改正により，使用者等が予め「契約，勤務規則その他の定め」を置くこと

により，特許を受ける権利が原始的に使用者等に帰属させることが可能となった（この場

合も，従業者等の意思が介在する余地がない）。したがって，特許を受ける権利は特許法 29

条が発明者主義を採用している建前から従業者等に帰属するものであり，職務発明におい

ては特許を受ける権利の実質的な帰属者は使用者等であると解される。なお，特許を受け

る権利が原始的に使用者等に帰属する場合は，もはや「譲渡」という行為が生じなくなる。 

 
140 図子・前掲注 4）211—212 頁参照。 
141 他にも譲渡所得とする見解として，高橋章「職務発明の対価と所得税の問題」パテント

20 巻 4号（1967 年）36頁，谷口智紀「職務発明報償和解金に係る所得区分の問題」税務弘

報 59巻 1号（2011年）146 頁がある。 
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 また，譲渡所得は資産性所得であるが，職務発明は従業者等の労務提供による成果と解

されていることから資産性というより労務の対価であるといえる 142。第 3 章では職務発明

対価は，単なる売買契約に基づく譲渡対価ではなく，発明のインセンティブとしての性質

を有することを明らかにした。従来から「相当の対価」の「対価」という言葉は，通常は

「売買代金」という意味を含んでいることから使用者がインセンティブの付与という目的

に従って柔軟に給付内容を決定することになじまない点を指摘されていた 143。職務発明制

度が使用者等及び従業者等の双方のインセンティブを図る規定であることから，職務発明

対価は資産性対価の性質を有さないと解される。さらに，特許を受ける権利は，未完成な

権利であり，価値の上昇するものとみることはできないから，譲渡所得の起因となる資産

とみることはできない 144。 

 譲渡所得の趣旨の観点からも，「相当の対価」のうち，和解金等のように追加的対価の性

質を有する所得については，権利承継時における「相当の対価」の算出の困難性及び特許

法 35条の趣旨や対価の算定等の性質からも発明前後の状況等に影響を受けるものであるこ

とから，資産保有中の値上がり益の清算という譲渡所得の本質とは異なるため，譲渡所得

には該当しないと解すべきである 145。 

 したがって，職務発明対価を譲渡所得とする見解は妥当でない。 

 

 

 第 3節 譲渡所得及び一時所得とする見解 

1 一時所得の意義 

 一時所得とは，利子所得ないし譲渡所得以外の所得のうち，営利を目的とする継続的行

為から生じた所得以外の一時の所得で，労務その他の役務の提供又は資産の譲渡の対価と

しての性質を有しないものをいう（所得税法 34 条 1 項）。すなわち，①利子所得ないし譲

渡所得以外の所得であること（以下，「除外要件」という），②営利を目的とする継続的行

為から生じた所得以外の一時の所得であること（以下，「非継続性要件」という），及び③

労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの（以下，「非対価性要

 
142 横山・前掲注 58）38 頁参照。 
143 大渕哲也「職務発明に関する喫緊の課題」一般社団法人知的財産研究所編『企業等にお

ける特許法第 35 条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書（平成

26 年 2月）』449 頁—453頁。 
144 酒井克彦「職務発明対価に係る所得税法上の所得区分（1）—『特許を受ける権利』と「相

当の対価」—」最先端技術関連法研究 8号（2009年）24頁参照。 
145 加藤友佳「知的財産権に対する課税と問題:職務発明の対価と所得の性質」租税研究 832

号（2019年）88 頁参照。 
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件」という）の 3要件を満たす所得である（所得税法 34条 1項）。 

一時所得の金額は，その年中の一時所得にかかる総収入金額からその収入を得るために

支出した金額の合計額を控除し，その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額であ

る（同条 2項）。一時所得の特別控除額とは 50万円である（同条 3項）。さらに，一時所得

については，所得の二分の一のみが課税の対象となっている（同法 22条 2項 2号）。 

 

2 譲渡所得及び一時所得とする見解 

 譲渡所得及び一時所得とする見解は，特許を受ける権利の譲渡時の対価は譲渡所得，そ

の後の追加的な支払いを一時所得とするものである。裁判例においては，マイルストンペ

イメント事件（予備的主張として，追加的対価の一時所得該当性を主張した事案である。）

及び大学法人事件での納税者側の主張である。これは，納税者が裁判において職務発明対

価の追加的な支払いが譲渡所得に該当しないことから，一時所得該当性を主張したという

経緯がある。同見解は，一時所得の要件である除外要件及び非継続性要件を満たすことを

前提に主張されている。 

 非対価性要件については，昭和 39年の所得税法改正において導入されたものであり，こ

の背景には，短期保有の伐採又は譲渡による所得が譲渡所得及び一時所得のいずれにも該

当しなくなったため，短期保有山林の伐採又は譲渡による所得が一時所得に該当する可能

性が生じた事情があり，上記改正法は，短期保有山林の伐採又は譲渡による所得を一時所

得から除外し雑所得に整理することを目的として非対価性要件を一時所得の要件としたも

のとする。 

 つまり，非対価性要件は，短期保有山林の伐採又は譲渡による所得を一時所得から除外

する目的として設けられたものであるから，山林以外の資産の譲渡の対価については非対

価性要件が適用されない。また，所得税法 33条 1項の「資産の譲渡による所得」と同法 34

条 1 項の「資産の譲渡の対価」とは統一的に解釈されるべきであり，両者を別異に解する

ことは租税法律主義に反する。したがって，追加的対価が資産の譲渡による所得といえな

い場合，資産の譲渡の対価たる性質を有しないため非対価性要件を満たすとし，一時所得

とする見解である。 

 

3 譲渡所得及び一時所得とする見解の検討 

 譲渡所得に対する検討は，本章第 2 節において該当しないと説示したので，以下では追

加的対価の一時所得該当性について検討する（譲渡所得に該当しない時点で当該見解は採

用すべきでないが，一応の検討として記載する）。 

 結論から述べると，追加的対価は一時所得に該当しないと解される。その理由は，一時
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所得の要件である除外規定に該当しないことと非対価性要件を満たさないことである。な

お，山林以外の資産の譲渡の対価については非対価性要件が適用されない旨の主張は文理

解釈の観点から妥当ではないと考える。 

 前者については，追加的対価が譲渡所得に該当しないから除外要件を満たすという前提

が誤りである。訴訟上，除外要件を満たすというには，譲渡所得のみならず他の所得区分，

特に給与所得の観点から綿密に検討されるべきである。譲渡所得に該当しないことから除

外要件を満たすとはいえないのである。 

 後者については，職務発明対価は，非対価性要件の「労務その他の役務…としての性質」

を有すると考える。職務発明である以上，職務に基づいて行われる。そして，特許法上，

職務とは広く解されるものの，従業者等が使用者等に提供する労務に他ならない。裁判例

においても特殊な事案であるが，「『労務その他の役務（中略）の対価としての性質を有』

する所得については，特定の給付等とそれを受けた者が提供した役務とが契約の定め等に

より反対給付の関係にあるような場合における当該給付等に限られるものではなく，特定

の役務の提供がされたことに密接に関連して当該者に対してされた給付等であってそれが

された事情に照らし偶発的に生じた利益とはいえないものも含まれると解するのが相当で

ある。146」とされ，労務の提供がされたものとして一時所得には該当しない旨の判示がな

されている。 

 近年の裁判例においては，「『資産の譲渡の対価としての性質』を有する所得については，

「資産の譲渡と反対給付の関係にあるような給付に限られるものではなく，資産の譲渡と

密接に関連する給付であってそれがされた事情に照らし偶発的に生じた利益とはいえない

ものも含まれていると解するが相当である。147」とされ，資産の譲渡と密接に関連する給

付であるとして一時所得該当性を否定されている。しかし，特許法平成 27年改正後の観点

からは，特許を受ける権利の承継という取引を経ずに給付された従業者等への「相当の利

益」の所得分類には，「資産の譲渡の対価としての性質」を有する判旨の射程は及ばないこ

とになる 148。 

 すなわち，特許法平成 27年改正前後において，追加的対価は「労務その他の役務…とし

ての性質」を有するため，一時所得は該当しないと解される。 

 したがって，譲渡所得及び雑所得とする見解は妥当ではない。 

 

 
146 東京地判平成 23 年 9月 12日・前掲注 16）。 
147 大阪高判平成 28 年 10月 6日・前掲注 14），東京高判平成 28年 11月 17日・前掲注 12）

も同旨である。 
148 長戸・前掲注 12）131 頁参照。 
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第 4節 譲渡所得及び雑所得とする見解 

1 雑所得の意義 

 雑所得とは，利子所得ないし一時所得に該当しない所得である（所得税法 35 条 1 項）。

雑所得の金額は，①その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残

額，②その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額の合計額である（同

法同条 2項）。 

ある所得が雑所得に該当するかどうかは，利子所得から一時所得まで各種の所得に該当

するかどうかを検討し，いずれの所得にも該当しなければ雑所得となる。いわゆる，バス

ケットカテゴリーとしての所得区分である。 

 

2 譲渡所得及び雑所得とする見解 

 譲渡所得及び雑所得とする見解は，特許を受ける権利の譲渡時の対価は譲渡所得，その

後の追加的な支払いを雑所得とするものある。これまでの裁判所の判示及び通達の扱いで

ある。 

 通達においては，使用人等の発明等に係る報奨金等 24—35 共—1 に「特許を受ける権利…

を使用者に承継させたことにより支払を受けるもの」については，「権利の承継に際し一時

に支払を受けるものは譲渡所得，これらの権利を承継させた後において支払を受けるもの

は雑所得」に区分される。同通達は，「権利の承継の際に一時に支払を受けるもの」は，特

許を受ける権利は移転可能であり，経済価値を有する資産のため譲渡所得の起因となる資

産に該当するものであるから，譲渡所得と説示している。「権利を承継させた後において支

払を受けるもの」については，承継の代償として特許法により特別に与えられた対価請求

権に基づくものであり，権利の移転によって一時に実現した所得には当たらないとし，そ

の権利の実施の成績に応じて支払われるものとして権利の譲渡の対価の追加的な性質のも

のと考えられるが，雑所得に該当するとしている 149。 

 また，裁判所の判示においても第 1 章で述べたように，特許を受ける権利の承継時の対

価は譲渡所得としつつも，追加的な給付については，譲渡所得は資産が所有者の支配を離

れ他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨であること及び税額の計算から所

得税法上同一の原因に基づく譲渡所得が複数年度に渡る場合の控除の方法について定めた

規定はないとして否定するものである。なお，追加的給付の一時所得該当性については，

 
149 三又修他編『所得税基本通達逐条解説〔平成 29年度版〕』（大蔵財務協会，2017 年）273

—274頁参照。 
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マイルストンペイメント事件において，「資産の譲渡の対価としての性質」を有する所得で

あり一時所得に該当しないと判示されている。 

 伊川正樹氏は，職務発明対価の「相当の対価」として表される利益は権利承継時と承継

後はその性質が異なるとしている。すなわち，権利承継時の「相当の対価」とは，当該権

利の客観的交換価値であるのに対し，承継後の「相当の対価」には，権利を承継した後に

生じた利益が含まれているとし，上記の通達をいかなる原因に基づいて得られたものかと

いうことを根拠としたものとして適切であると支持している 150。 

 

3 譲渡所得及び雑所得とする見解の検討 

 譲渡所得については，一時所得と同様に本章第 2 節で検討しているため，以下では雑所

得及び通達の検討を行う。 

 雑所得は利子所得ないし一時所得に該当しない所得である。職務発明対価については，

給与所得に該当すると考えられるため雑所得に該当しないと解すべきである。 

 通達に関しては，「一時に支払われる」という意味が曖昧であること，対価の支払方法に

よって譲渡所得ともなり，雑所得ともなるものであるならば，これは所得の実体に即した

税法の取扱いとはいえず，不合理である 151。また，所得区分は，対価の性質で決まるもの

であり，特許を受ける権利の承継時に支払われたか又は承継後に支払われたかどうかで決

まるものではない 152。 

 伊川氏は，職務発明対価は「相当の対価」として表される利益について，権利承継時は

当該権利の客観的価値であり，その後の利益は当該権利の承継後に生じた利益であるから

その性質が異なるとしているが，このように性質を区分することは誤りである。職務発明

対価の性質はインセンティブであり，これは特許を受ける権利の承継時と後で変わること

はない。また，特許法平成 27年改正を踏まえると特許を受ける権利が原始的に使用者等に

帰属する場合は，当該権利の承継が行われなくなる。つまり，承継時点を基準として区分

する手法は，使用者等に原始的に特許を受ける権利が帰属する際に用いることができない

からである。 

 したがって，譲渡所得及び雑所得とする見解は妥当ではない。 

 

 

 
150 伊川正樹「譲渡所得における実現の意義と譲渡所得の性質」名城法学 62巻 2号（2012

年）23 頁参照。 
151 高橋・前掲注 141）39—40 頁参照。 
152 谷口・前掲注 25）155 頁参照。 
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第 5節 小括 

1 所得税法における所得区分 

 所得税法において所得区分が設けられている理由として，①所得金額の計算技術上の要

請，②担税力に応じた課税の実現，③法文技術上の便宜が挙げられる。そして，この目的

は，所得を得た原因や性質により担税力に違いがあるため，これに応じて異なる所得計算

方法などによって所得を把握することで，公平な租税負担の実現することである。したが

って，このような目的で設けられたものが所得区分である以上，各所得の該当性について

は，所得税法の趣旨目的に沿うように解釈するべきであり，これは文理解釈を否定するも

のではない。 

 なお，ある経済取引がどの所得に区分するか判断する際は，先述したように「客観的，

実質的に判断すべき」であるし，「総合考慮して判断」する必要がある。場合によっては，

「その経済的実質に着目して…課税を行なうことも，公平な課税の実現のために必要であ

るといわなければならない」とされる。 

 

2 全て譲渡所得とする見解についての検討 

 全て譲渡所得とする見解は，以下の理由から妥当でなない。 

 まず，職務発明における特許を受ける権利の譲渡は，使用者等が「契約，勤務規則その

他の定め」により一方的に定めることができ，従業者等の意思が介在する余地がない。そ

して，特許法平成 27年改正により，使用者等が予め「契約，勤務規則その他の定め」を置

くことにより，特許を受ける権利が原始的に使用者等に帰属させることが可能となった（こ

の場合も，従業者等の意思が介在する余地がない）。したがって，特許を受ける権利は特許

法 29条が発明者主義を採用している建前から従業者に帰属するものであり，職務発明にお

いては特許を受ける権利の実質的な帰属者は使用者等であると解される。なお，特許を受

ける権利が原始的に使用者等に帰属する場合は，もはや「譲渡」という行為が生じなくな

る。 

 また，譲渡所得は資産性所得であるが，職務発明は従業者等の労務提供による成果と解

されていることから資産性対価ではなく労務の対価である。第 3 章では職務発明対価は，

単なる売買契約に基づく譲渡対価ではなく，発明のインセンティブとしての性質を有する

ことを明らかにした。職務発明制度が使用者等及び従業者等の双方のインセンティブを図

るための規定であることから，職務発明対価は資産性対価の性質を有さないと解される。

さらに，特許を受ける権利は，未完成な権利であり，価値の上昇するものとみることはで

きないから，譲渡所得の起因となる資産とみることはできない。 

 譲渡所得の趣旨の観点からも，追加的対価の性質を有する所得については，権利承継時
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における「相当の対価」算出の困難性及び特許法 35条の趣旨や対価の算定等の性質からも

発明前後の状況等に影響を受けるものであることから，資産保有中の値上がり益の清算と

いう譲渡所得の本質とは異なるため，譲渡所得には該当しないと解すべきである。したが

って，職務発明対価を譲渡所得とする見解は妥当ではない。 

 

3 譲渡所得及び一時所得とする見解の検討 

 譲渡所得及び一時所得とする見解は，権利の承継時の支払いを譲渡所得，その後の追加

的対価を一時所得とする見解である。職務発明対価が譲渡所得に該当しないことは先述の

とおりであるから，その後の追加的対価の一時所得該当性について検討する。結論から述

べると，追加対価は一時所得に該当しないと解される。その理由は，一時所得の要件であ

る除外規定に該当しないことと非対価性要件を満たさないことである。 

 前者については，追加的対価が譲渡所得に該当しないから除外要件を満たすという前提

が誤りである。訴訟上，除外要件を満たすというには，譲渡所得のみならず他の所得区分，

特に給与所得の観点から綿密に検討されるべきである。譲渡所得に該当しないことから除

外要件を満たすとはいえないのである。 

 後者については，職務発明対価は，非対価性要件の「労務その他の役務…としての性質」

を有すると考える。職務発明である以上，職務に基づいて行われる。そして，特許法上，

職務とは広く解されるものの，従業者等が使用者等に提供する労務に他ならない。すなわ

ち，特許法平成 27年改正前後に関係なく，追加的対価は「労務その他の役務…としての性

質」を有するため，一時所得は該当しないと解される。したがって，譲渡所得及び一時所

得とする見解は妥当ではない。 

 

4 譲渡所得及び雑所得とする見解の検討 

 譲渡所得及び雑所得とする見解は，権利の承継時の支払いを譲渡所得，その後の追加的

対価を雑所得とするものである。譲渡所得については，一時所得と同様に本章第 2 節で検

討しているため，以下では雑所得及び通達の検討を行う。雑所得は利子所得ないし一時所

得に該当しない所得である。職務発明対価については，給与所得に該当すると考えられて

いるため雑所得に該当しないと考える。 

また，譲渡所得及び一時所得とする見解にも共通するが，一時に支払われるという意味

が曖昧であること，対価の支払方法によって所得区分が変わることは，所得の実体に即し

た税法の取扱いとはいえない。所得区分は，対価の性質等で決まるものであり，特許を受

ける権利の承継時に支払われたか又は承継後に支払われたかどうかで決まるものではない。

この点，職務発明対価の性質はインセンティブであり，これは特許を受ける権利の承継時
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と後で変わることはない。 

さらに，特許法平成 27年改正を踏まえると特許を受ける権利が原始的に使用者等に帰属

する場合は，当該権利の承継が行われなくなる。つまり，承継時点を基準として区分する

手法は，使用者等に原始的に特許を受ける権利が帰属する際に用いることができない。し

たがって，譲渡所得及び雑所得とする見解は妥当ではない。 

本章で検討した見解はいずれも妥当でないことは上記のとおりである。次章では，これ

まで検討した第 2 章及び第 3 章を規範として職務発明対価の給与所得該当性について論じ

る。 
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第 5章 職務発明対価の給与所得該当性 

 本章では，本論文の結論である職務発明対価の給与所得該当性について論じる。まず，

職務発明対価を給与所得とする見解を紹介する。その後，これまで検討した第 2 章の給与

所得及び第 3 章の職務発明制度の内容に基づき，職務発明対価の給与所得該当性について

論じる。 

 

第 1節 給与所得とする見解 

 職務発明対価を給与所得とする見解は，主に佐藤英明氏，酒井克彦氏及び加藤友佳氏の

見解がある。 

 

1 佐藤説 

 佐藤氏は，工具，原材料等をすべて使用者が提供し，従業者が自らの高度な技術を駆使

して手作りの工芸品を制作する場合，使用者が従業者に支払う「給与」は原則として全額

が給与所得となると考えられる例を挙げ，その理由として，この従業者が行ったことは，

いかに高度な知識・技術を必要とするとしても，従属的に労務を提供した点に尽きるから

であると説明している。これと比較した場合，職務発明のように設備，原材料，試料，そ

の他の研究環境一切に関する経費を使用者が負担し，従業者は，使用者の広義の指揮命令

下で研究を行ない，その研究を行なうこと自体が当事者間で合意され，期待されている労

務提供である場合は，使用者から従業者に支払われる「対価」は，同様に従属的労務の対

価以外に何者でもないと述べている。特に，職務発明に関する権利の承継が個別の合意で

はなく，就業規則や企業の一方的意思表示によっても行なわれうると解される場合，制作

した工芸品を当然に使用者に引き渡さねばならない制作技術者と実質的に大きな差異はな

いと考えるべきであろうとしている。 

 また，職務発明対価が現金で明示的に支払われなくても，企業内における待遇の改善や

地位の昇進等で補完されうることもあり，広義の雇用関係の中で長期多元的に決済が行わ

れていることに鑑み，そのような関係の中で支払われる「給与」が給与所得である以上，

いわばその一部として支払われる金員も同様の性格を有すると考えている 153。 

 

 
153 佐藤英明「使用者から与えられる報奨金等が給与所得とされる範囲」税務事例研究 61

号（2001年）38—39頁参照。金子宏氏は，職務発明について従業者等が使用者等から受け

る金員のうち，社内規程等に基づいて支給される報奨金等は給与所得にあたると解すべき

であるが，一方で，特許法 35条に基づいて支払を受ける相当の対価は退職後に支給される

和解金を含めて譲渡所得にあたると解すべきであろうと説明している（金子・前掲注 18）

265 頁参照）。 
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2 酒井説 

 酒井氏は，従業員としての「地位」が給与所得該当性の重要なメルクマールになり得る

という観点から，特許法 35条にいう「職務」について検討している。具体的には，特許法

にいう「職務」の範囲とは，画一的に決定されるものではなく，従業者の職種，地位等を

勘案して決定しなければならないと解されていること，職務著作の事案であるが，著作権

法 15 条 1 項の「『法人等の業務に従事する者』に当たるか否かは，法人等と著作物を作成

した者との関係を実質的にみたときに，法人等の指揮監督下において労務を提供するとい

う実態にあり，法人等がその者に対して支払う金銭が労務の提供の対価であると評価でき

るかどうかを，業務態様，指揮監督の有無，対価の額及び支払方法等に関する具体的事情

を総合的に考慮して，判断すべきものと解するのが相当である。154」との判示から，従業

員の「地位」の判断手法である労務提供態様アプローチ（労務提供がいかなる形で行われ

たかという労務対価の支払いの原因となる労務提供の態様の側面から捉えるアプローチ）

の観点に通じるとして，類似性を見出している 155。 

 また，給与所得該当性にいう非独立的労務提供についても触れ，「職務」が本論文第 3章

で説示したように使用者等からの指揮命令によるものに限られないことや，職務発明が従

業者の勤務時間中に相当程度なされたことで足りるとする判示 156を挙げ，「特許法 35 条 3

項に基づく『相当の対価』の支払が給与所得に該当する可能性は相当程度高いようにも思

える。157」と述べている。 

 

3 加藤説 

 加藤氏は，給与所得の性質について 56年判決から，従業者としての従属性や非独立性の

観点，支給対象者の地位に基づいて給与所得該当性が判断されるものとしている。これに，

「職務発明が雇用関係や使用関係に基づいてされるもの」であるとする最判平成 18 年 10

月 27日の判示を踏まえ，「職務発明は従業者による従属的労働の対価であること，そして，

客観的経済価値との関係についてみても，対価算定は運によって大きく左右することから，

『相当の対価』は客観的な経済価値とは無関係に定められているため，給与所得に該当す

 
154 最判平成 15 年 4月 11日・前掲注 65）。 
155 酒井・前掲注 144）12頁参照。 
156 大阪地判昭和 54 年 5月 18日判例工業所有権法 2113の 54頁。これに対して，茶園成樹

氏は，「主として勤務時間外に，自己の費用でされた発明行為であっても，その者の職務に

属することになろう」と述べている（茶園成樹「判批」別冊ジュリスト 170号（2004年）

66頁。）。 
157 酒井・前掲注 144）17頁。 
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る 158」との見解を示している。 

 

 

第 2節 職務発明対価の給与所得該当性 

（1）職務発明対価の法的性質 

 本論文の結論を示すと、職務発明対価は給与所得に該当する。 

 まず，職務発明対価は，「契約，勤務規則その他の定め」に基づくものと特許法 35 条が

定める「相当の対価」又は「相当の利益」に基づくもの大別すると説示したが，段階的に

対価が支払われる理由は，発明時において特許を受ける権利の算定が困難であり，「契約，

勤務規則その他の定め」を設けているに過ぎない。特許法が従業者等に「相当の対価」又

は「相当の利益」を法定請求権として求めている理由は，従業者等が使用者等によって適

切に評価され報いられることを保証するためである。つまり，特許法が職務発明対価の法

定請求権を認めているからこそ，発明の成果に応じて「契約，勤務規則その他の定め」に

よる対価が支払われ，場合によっては当該法定請求権に基づき訴訟等により和解金として

支払われるのである。したがって，職務発明対価は，「契約，勤務規則その他の定め」によ

り段階的に支払われようとも法定請求権に基づいて支払われようとも同じ性質を有すると

解すことができる。 

なお，職務発明対価の性質については，単なる譲渡対価ではなく発明奨励のためのイン

センティブとしての性質を有することを第 3 章において明らかにした。ゆえに，大阪地裁

平成 23 年判決が，「相当の対価」を文字どおり解したこと及び算定基準の一部分のみに着

目し実質を解したことは誤りである。 

 

（2）職務発明対価の給与所得該当性 

 給与所得の判断要素は，第 2 章で述べたとおり，56 年判決において「給与所得とは雇用

契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として

使用者から受ける給付をいう」と判示されている。したがって，給与所得とは，①雇用契

約又はこれらに類する原因に基づくこと，②使用者の指揮命令に服すること及び③労務の

対価として使用者から受ける給付であることの 3要素からなるものであると解される。 

この要素を職務発明についてみると，職務発明は使用者等と従業者等の関係にあること

が前提となるため，容易に雇用契約又はこれらに類する原因に基づく関係にあるといえる

（①要素充足）。 

 
158 加藤・前掲注 145）88頁。 
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次に，特許法にいう「使用者の業務範囲」は広く解されているが，従業者等である以上，

職務発明は使用者等の指揮命令に服することが考えられる。職務の内容についても，使用

者等が決定した研究方針に従業者等が従い，研究という役務を提供しているということが

できるだろう。なお，職務発明に関する設備・材料等の負担，研究が失敗するリスク及び

発明後の投資リスクは使用者等が負っているため，従業者が自己の危険と計算によって行

なっていない。すなわち，職務発明は，「非独立的」で「従属的」な役務の提供であると解

される（②要素充足）。 

最後に労務の対価性であるが，職務発明は従業者の労務提供による成果と解されている

し 159，特許法が従業者等に「相当の対価」又は「相当の利益」を法定請求権として求めて

いる理由は，従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられことを保証するためで

ある。 

また，労働法の観点からも「職務に属する行為の結果として行われる発明であるから，

労働法上は労働義務の履行を意味する。この場合，職務発明は，発明（＝労働の成果）と

いう側面と，職務（＝労働の条件）という 2 つの側面を有する。職務発明は，労働の成果

としてのみ理解されがちであるが，発明に至る行為（研究等）も含む概念であり，これは

労働の遂行にほかならない。職務発明の対価も，労働法上の賃金と共通性を有する。前記

のとおり，発明の対価は特許に関する権利承継の対価を意味するが，実質的に考えれば，

職務発明（労働の遂行および成果）の価値を評価して支払われる給付という点で賃金と類

似している。160」と解されている。 

さらに，給与所得の対価性としてストックオプション事件 161では，「職務を遂行している

からこそ，本件ストックオプション制度に基づき…本件ストックオプションを付与したも

のであって，…職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益である

ことは明らかである。」と判示されている。同様に，職務発明においても従業者等たる地位

に基づいて職務を遂行し発明をなしたからこそ，特許法 35条の法定請求権が保障されるた

め職務を遂行したことに対する対価としての性質を有すると解される。特許法平成 27年改

正により，従業者等の意思が介在しない「契約，勤務規則その他の定め」により原始的に

特許を受ける権利を使用者帰属に選択可能となったこと及び「相当の利益」として金銭以

外の経済的利益（例えば，ストックオプションも付与がある）の給付できるようになった

ことを勘案すると，職務発明対価は，労務の対価として使用者から受ける給付であること

 
159 横山・前掲注 58）38 頁参照。 
160 土田道夫「職務発明とプロセス審査—労働法の観点から」田村善之＝山本敬三編『職務

発明』（有斐閣，2005 年）151頁。 
161 最判平成 17 年 1月 25日・前掲注 30）。 
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が明白である（③要素充足）。 

 したがって，職務発明対価は，給与所得に該当する。 

 

 

第 3節 小括 

 本論文の結論を示すと，職務発明対価は給与所得に該当する。理由は，以下のとおりで

ある。 

 まず，職務発明対価は，「契約，勤務規則その他の定め」に基づくものと特許法 35 条が

定める「相当の対価」又は「相当の利益」に基づくもの大別することができるが、両者の

性質は，単なる譲渡対価ではなく，発明奨励のためのインセンティブとしての性質を有す

るものである。 

 次に，職務発明対価の給与所得該当性であるが，給与所得とは，①雇用契約又はこれら

に類する原因に基づくこと，②使用者の指揮命令に服すること及び③労務の対価として使

用者から受ける給付であることの 3要素からなるものであると解される。 

 上記の 3 要素を職務発明についてみると，まず，職務発明は使用者等と従業者等の関係

にあることが前提となるため，容易に雇用契約又はこれらに類する原因に基づく関係にあ

るといえる（①要素充足）。 

 特許法にいう「使用者の業務範囲」は広く解されているが，従業者等である以上，職務

発明は使用者等の指揮命令に服することが考えられる。職務の内容についても，使用者等

が決定した研究方針に従業者等は従い，研究という役務を提供しているということができ

る。なお，職務発明に関する設備・材料等の負担，研究が失敗するリスク及び発明後の投

資リスクは使用者等が負っているため，従業者が自己の危険と計算によって行なっていな

い。すなわち，職務発明は，「非独立的」で「従属的」な役務の提供であると解される（②

要素充足）。 

最後に労務の対価性であるが，職務発明は従業者の労務提供による成果と解されている

し 162，特許法が従業者等に「相当の対価」又は「相当の利益」を法定請求権として求めて

いる理由は，従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保証するため

である。また，労働法の観点及び給与所得の対価性として，「職務を遂行したことに対する

対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかである。」と判示されている。同

様に，職務発明においても従業者等たる地位に基づいて職務を遂行し発明をしたからこそ，

特許法 35条の法定請求権が保障されるため職務を遂行したことに対する労務の対価として

 
162 横山・前掲注 58）38 頁参照。 
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の性質を有すると解される（③要素充足）。 

なお，職務発明対価の所得区分については，裁判例及び課税実務は，権利の承継に際し

一時に支払いを受けるものと権利を承継後に追加的に支払われるものに区別して考えられ

ている。しかし，この一時に支払われるという意味が曖昧であること，対価の支払方法に

よって所得区分が変わることは，所得の実体に即した税法の取扱いとはいえない。所得区

分は，対価の性質等で決まるものであり，特許を受ける権利の承継時に支払われたか又は

承継後に支払われたかどうかで決まるものではない。全て譲渡所得とする見解，譲渡所得

及び一時所得とする見解，譲渡所得及び雑所得とする見解が妥当ではないことは，第 4 章

で説示したとおりである。 

 したがって，職務発明対価は，給与所得に該当する。 
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おわりに 

 本論文において、職務発明対価の給与所得該当性を論じた。職務発明対価は全て給与所

得と解すべきであり，裁判例及び課税実務の権利の承継の際に一時に支払われるものは譲

渡所得，その後の追加的な支払いを雑所得と解すことは妥当ではない。 

 我が国の 2019 年における特許出願件数の 97％が法人及び官庁からの出願である 163。つ

まり，発明は職務発明においてなされるものが圧倒的に多く，産業の発展のためには，使

用者等及び従業者等のインセンティブをバランスよく確保することが必要である。平成 27

年改正により特許を受ける権利が原始的に使用者等に帰属が可能となり，「相当の対価」か

ら「相当の利益」への文言の変更により金銭以外の経済的利益も含まれることになった。

この改正は職務発明制度が根本から変更される改正ではないが，従業者等のインセンティ

ブを確保しつつ，使用者等に企業発明における制度設計の柔軟性をもたせたと評価できる。 

 職務発明対価の問題は，特許法 35条の法定請求権に基づいて支払われる職務発明対価と

いう経済的利益をどのように理解し，税法における所得区分を決定するかであった。つま

り，①特許法が定める職務発明制度の理解・解釈及び②税法の解釈・適用という二段階の

検討が必要になる。なお，この問題は，特許法に限られるものではなく，他の法分野と税

法が関わる場合に生じる。その際も，他の法分野の条文をどのように解釈し，その経済的

利益の性質を導き出し，これをどう所得税法の所得区分に当てはめていくか二段階の検討

が必要になるだろう。 

 大阪地裁平成 23 年判決のように「相当の対価」を文字どおり解すことは適切ではなく，

特許法の趣旨及び職務発明制度の法的性質を検討する必要がある。 

 今後の課題としては，他の法分野と税法が関わる場合に，どのように他の法分野の条文

を解釈するべきか，そしてどのように税法において他の法分野をあてはめていくかを様々

な分野において研究していきたい。 

 

 

 

 

  

 
163 特許庁 HPから「特許行政年次報告書 2019年版（統計・資料篇）」

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/document/index/0208.pdf（2020年

1月 8日最終閲覧）。 
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